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令和元年8月22日 

情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

  部会長  川 濵  昇 殿 

接 続 委 員 会 

主 査    相 田  仁 

報 告 書 

令和元年6月21日付け諮問第3117号をもって諮問された事案について、調査の結果、下記のとお

り報告します。  

記 

１ 本件、電気通信事業法第３４条第１項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等につ

いては、諮問のとおり改正することが適当と認められる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 

以上 
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 意見 再意見 考え方 

提出意見を 

踏まえた 

案の修正の有無 

【ソフトバンク株式会社、 

Wireless City Planning株式会社】 

不当な差別的取扱いや協議の長期化等が引き

起こされるおそれがあると考えます。 

第二種指定電気通信設備制度は単一事業者

を前提とした制度であり、複数事業者による連

携機能に関する取扱いを現行制度に当てはめ

ることは将来的に制度上の不整合が生じる旨

の御意見について、今般の制度改正は、電気通

信設備の指定、接続料及び接続条件についての

接続約款の策定・届出といった個々の二種指定

事業者を規律の対象とする第二種指定電気通

信設備制度の枠組みを変えるものではなく、そ

うした枠組みの中で、全国BWA事業者と携帯電

話事業者による「電波利用の連携」が行われて

いる実態に鑑み、複数の二種指定事業者が連携

して接続料を算定する仕組み等を整備するも

のであると考えます。 

なお、上記研究会において、今後5Gの導入等

により登場することが想定される様々な形態

の事業者間連携等を踏まえた規律の在り方に

ついて、将来的な課題として引き続き検討する

ことが適当とされており、こうした指摘も踏ま

え、引き続き、第二種指定電気通信設備制度に

おける規律の在り方について検討が行われて

いくことが適当と考えます。 
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 意見 再意見 考え方 

提出意見を 

踏まえた 

案の修正の有無 

ス、中でもとりわけ「電波利用の連携機能」については、

音声系サービスにおける「交渉優位性」の判断基準（閾値）

をそのまま制度的に当て嵌めることが必ずしも実態に沿

っているとは言い難い側面もあると考えます。更には、こ

の点に関連し、5Ｇ時代においては、資本関係を有する事

業者間に限らないネットワーク連携機能の提供等も想定

され得るところ、現行の指定電気通信設備制度における接

続制度や会計制度の適用等を義務付けることがビジネス

形態と合致しなくなる可能性も十分に想定されます。 

加えて、今回の指定対象の1社であるWireless City 

Planning株式会社のように小売り事業を原則行っていな

い事業体（他社に設備を貸し出すことによる対価が収益の

中心をなす事業体）について、「接続会計」による算定の

義務付けを行うことは、当該事業者の収益構造への影響も

生じかねず、過剰規制となる懸念が極めて高いと考えま

す。 

以上のことから、周波数割当てや収益拡大のインセンテ

ィブの多寡を根拠として、単に「端末シェア10%超」とい

う閾値のみをもって、当該機能提供に際して「交渉上の優

位性」を有するとの帰結を導き、自動的に「第二種指定電

気通信設備制度」を適用する制度整理については原則とし

て反対の立場です。 

将来的にも発生し得るネットワーク連携機能に対する

指定電気通信設備制度等の当て嵌めについては継続的な

検討が必要と考えますが、今般のモバイル研究会における

議論ポイントが、MNOと全国BWA事業者における「データ伝

送役務における電波利用の連携」機能のMVNOに対する提供

並びに、事業者間の取引の透明性確保であったことを踏ま

えれば、現時点で全国BWA事業者に、第二種指定電気通信

設備制度を適用することは早計であり、電波利用の連携機

能を有するMNOに対して、卸役務提供の規律を導入するこ

リゲーションにおけるMVNOとの交渉上の優位性は携帯電

話事業者にのみに存在していることから、本来は、二種指

定制度における特定移動端末設備数として、携帯電話事業

者及びBWA事業者を合わせて2カウントとするべきではな

いと考えます。 

総務省におかれましては、市場の実態を踏まえた適切な

制度の運用をお願いいたします。 

【UQコミュニケーションズ株式会社】 

持ち得る」、「大手携帯電話事業者への卸電気通

信役務の提供により、相当水準の端末設備シェ

アを獲得し、多くの収益を得るため、MVNOへの

設備開放による収益拡大のインセンティブが

働いていない」とされ、「電波利用の連携であっ

ても、端末設備シェアが一定割合を超えた場合

には「交渉上の優位性」を有している」とされ

たところです。 

なお、接続協議における実際の交渉を他者が

行うとしても、交渉上の優位性を背景として、

不当な差別的取扱いや協議の長期化等が引き

起こされるおそれがあると考えます。 

5G時代において新たな連携機能の提供等が

想定され、現行制度が合致しなくなる旨の御意

見について、今般の制度改正は、全国BWA事業者

と携帯電話事業者による「電波利用の連携」が

行われている実態に鑑み、複数の二種指定事業

者が連携して接続料を算定する仕組み等を整

備するものであると考えます。 

なお、上記研究会において、後5Gの導入等に

より登場することが想定される様々な形態の

事業者間連携等を踏まえた規律の在り方につ

いて、将来的な課題として引き続き検討するこ

とが適当とされており、こうした指摘も踏ま

え、引き続き、第二種指定電気通信設備制度に

おける規律の在り方について検討が行われて

いくことが適当と考えます。 
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（案） 

 

                                 

 

情 郵 審 第 ＊ 号   

  令 和 元 年 ８ 月 ＊ 日   

 

 

 総 務 大 臣 

   石 田  真 敏 殿 

   

 

 

                      情報通信行政・郵政行政審議会 

                       会 長   多 賀 谷 一 照 

 

 

 

答 申 書 

 

 

 令和元年６月21日付け諮問第3117号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のと

おり答申する。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、電気通信事業法第 34 条第１項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等につい

ては、諮問のとおり改正することが適当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれらに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 

 

以上 

 

印 
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（
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

  

1 頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（

昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の

電
気
通
信
設
備
と
の
適
正
か
つ
円
滑
な
接
続
を
確
保
す
べ
き
電
気
通
信
設
備
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

 
 

 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
。 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ 

沖
縄
セ
ル
ラ
ー
電
話
株
式
会
社 

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社 

Ｗ
ｉ
ｒ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
ｓ 

Ｃ
ｉ
ｔ
ｙ 

Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｎ

ｇ
株
式
会
社 

一 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則

」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一

号
の
交
換
設
備
（
ル
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
ル
ー
タ
を

設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
う
ち

、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら

れ
る
顧
客
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
振
り
分
け
機
能
を

有
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一
号

ロ
の
交
換
設
備
相
互
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備 

三 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
二
号 
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2 頁 

 

の
伝
送
路
設
備 

四 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継
交
換
機 

五 

携
帯
電
話
の
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
に
用
い

ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
制
御
局 

六 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
前
各

号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る

伝
送
路
設
備
（
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

Ｕ
Ｑ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社 

一 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一
号

ロ
の
交
換
設
備 

二 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
二
号

イ
の
伝
送
路
設
備 

三 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
前
各

号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る

伝
送
路
設
備
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
七
十
二
号
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
適
正
か
つ
円
滑
な
接
続
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3 頁 

を
確
保
す
べ
き
電
気
通
信
設
備
を
指
定
す
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。 
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1頁 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

 
年 

 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

 
 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は

当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

35



 

 

2頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 

正 
 

前 
 

 
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
届
出
） 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
届
出
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
三 

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
接
続
約
款
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
七
の
四
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
接

続
約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
接
続
約
款
の
新
旧
対
照
）
並
び
に
様
式
第
十
七
の
四
の
二
か
ら
第
十
七
の
四

の
七
ま
で
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
を
設
定
す
る

場
合
に
は
、
第
十
七
の
四
の
八
ま
で
）
及
び
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
様
式
の
接
続
料
（
第
二
種
指
定
電
気
通

信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
必
要
な
書

類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事

項
の
金
額
及
び
数
値
は
、
接
続
料
の
算
出
に
十
分
な
精
度
を
確
保
で
き
る
場
合
に
限
り
、
端
数
処
理
を
行
つ
て
表

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
三
条
の
九
の
三 

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
接
続
約
款
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
七
の
四
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
接

続
約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
接
続
約
款
の
新
旧
対
照
）
並
び
に
様
式
第
十
七
の
四
の
二
か
ら
第
十
七
の
四

の
七
ま
で
及
び
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
様
式
の
接
続
料
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当

該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
及
び
数
値
は
、
接

続
料
の
算
出
に
十
分
な
精
度
を
確
保
で
き
る
場
合
に
限
り
、
端
数
処
理
を
行
つ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

接
続
す
る
電
気
通
信
設
備
の
機
能
に
係
る
取
得
す
べ
き
金
額
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関

し
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
次
号
、
次
条
第
一

項
の
表
一
の
項
ロ
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）

の
請
求
に
応
じ
個
別
に
開
発
す
る
機
能
に
係
る
も
の
又
は
機
能
の
開
発
に
要
し
た
費
用
を
当
該
機
能
を
利
用
す

る
他
事
業
者
の
数
等
で
案
分
す
る
こ
と
に
よ
り
変
動
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
公
正
妥
当
な
算
定
方
法
（

案
分
方
法
を
含
む
。
）
） 

三 

接
続
す
る
電
気
通
信
設
備
の
機
能
に
係
る
取
得
す
べ
き
金
額
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関

し
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
次
号
、
次
条
第
二

号
及
び
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
請
求
に
応
じ
個
別
に
開
発
す

る
機
能
に
係
る
も
の
又
は
機
能
の
開
発
に
要
し
た
費
用
を
当
該
機
能
を
利
用
す
る
他
事
業
者
の
数
等
で
案
分
す

る
こ
と
に
よ
り
変
動
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
公
正
妥
当
な
算
定
方
法
（
案
分
方
法
を
含
む
。
）
） 

［
四
・
五 

略
］ 

［
四
・
五 

同
上
］ 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
箇
所
） 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
箇
所
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
四 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
箇
所
（
次
項
に
お
い
て
「
標
準

的
接
続
箇
所
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
第
二
種
指

定
電
気
通
信
設
備
に
お
け
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
と
す
る
。 

第
二
十
三
条
の
九
の
四 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
箇
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。 一 

第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の

提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
け
る
、
第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所 

二 

第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備
（
他
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気

通
信
設
備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
プ
ロ
ト
コ
ル
が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
を
用
い
て
接
続
す
る
ル
ー
タ
で

あ
つ
て
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の

四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二

八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
を
使
用
し
た
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
ル
ー
タ
を
除
く
。
） 

三 

第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
（
特
定
移
動
端
末
設
備
間
に
お

い
て
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
文
字
の
伝
送
交
換
の
み
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
け

る
、
第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所 

一 

次
項
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

イ 

第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第

二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝

送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
お
け
る
、
第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
の

反
対
側
の
箇
所 

ロ 

第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第

二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備
（
他
事
業
者
が
設
置

す
る
電
気
通
信
設
備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ
リ
ン
グ

プ
ロ
ト
コ
ル
が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
を
用
い
て

接
続
す
る
ル
ー
タ
で
あ
つ
て
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務

の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
無
線

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
又
は
第
四
十
九

条
の
六
の
五
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
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度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ

ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
を
使
用
し
た
デ
ー
タ
伝
送
役
務

の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
ル
ー
タ
を
除
く
。
） 

ハ 

第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第

二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
（
特
定
移
動
端
末
設

備
間
に
お
い
て
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
て
行
わ

れ
る
文
字
の
伝
送
交
換
の
み
に
用
い
ら
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
お
け
る
、
第
二
種
指
定
中
継
系
伝

送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所 

二 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
第

二
種
指
定
端
末
系
無
線
基
地
局
を
設
置
し
て

い
な
い
場
合 

前
項
ロ
に
掲
げ
る
箇
所 

 

２ 

自
ら
の
電
気
通
信
設
備
を
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
間
接
接
続
事
業
者
」
と
い
う
。

）
の
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
一
体
的
に
運
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
自
ら
の
伝
送
路
設
備
の
一
端
と
接
続

さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
と
他
事
業
者
（
間
接
接
続
事
業
者
を
除
く
。
）
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間

の
伝
送
交
換
の
全
て
が
、
間
接
接
続
事
業
者
の
標
準
的
接
続
箇
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
場
合

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
箇
所
に
代
え
て
当
該
箇
所
を
標
準
的
接
続
箇
所
と
し
、
当
該
伝
送
交
換
の
一
部
が
間
接

接
続
事
業
者
の
標
準
的
接
続
箇
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
箇
所

に
加
え
て
当
該
箇
所
を
標
準
的
接
続
箇
所
と
す
る
。 

 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
） 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
五 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
ホ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。 

第
二
十
三
条
の
九
の
五 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
他
事
業
者
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
（
当
該

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
当
該
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
の
開
始
、
変
更

及
び
廃
止
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
の
管
理
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
五
条

の
七
に
お
い
て
「
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第
二
種
指
定
電
気
通

信
設
備
接
続
料
規
則
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

五
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
又
は
特
定
移
動
端
末
設
備
と
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接

続
に
関
す
る
試
験
を
行
う
場
合
に
お
け
る
手
続 

三 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
他
事
業
者
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
（
当
該

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
当
該
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
次
号
及
び
第
三
号
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
の
開
始
、

変
更
及
び
廃
止
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
の
管
理
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

五
条
の
七
に
お
い
て
「
役
務
利
用
管
理
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
電
気
通
信
事
業

報
告
規
則
第
十
条
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
五
条
の
七
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
提
供
又
は
特
定
移
動
端
末
設
備
と
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
試
験
を
行
う

場
合
に
お
け
る
手
続 

 

四
～
十
一 

［
略
］ 

 

三
の
二
～
九 

［
同
上
］ 

十
二 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
共
同
し
て
総
務
大
臣
の
承

認
を
受
け
た
二
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
承
認
に
係
る
機
能
の
概
要
及
び
接
続
料
の
支
払

方
法
並
び
に
当
該
二
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
間
の
責
任
の
分
界 

 

［
新
設
］ 

 

十
三
・
十
四 

［
略
］ 

 

十
・
十
一 

［
同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 
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第
二
十
四
条
の
四 

［
略
］ 

第
二
十
四
条
の
四 

［
同
上
］ 

２ 
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
出
席
を
求
め

る
者
が
な
い
場
合
を
除
く
。
）
を
除
き
、
一
般
公
表
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
届
出
計
画
に
つ
い
て
他
の
電
気

通
信
事
業
者
か
ら
の
意
見
を
受
け
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
十
日
以
上
、
既
報
告
変
更
に
つ
い
て
他
の
電
気
通

信
事
業
者
か
ら
の
意
見
を
受
け
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
十
日
（
休
日
数
は
算
入
し
な
い
。
）
以
上
の
意
見
受
付

期
間
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
一
般

公
表
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
届
出
計
画
に
つ
い
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
の
意
見
を
受
け
付
け
る
場
合

に
あ
つ
て
は
三
十
日
以
上
、
既
報
告
変
更
に
つ
い
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
の
意
見
を
受
け
付
け
る
場
合
に

あ
つ
て
は
十
日
（
休
日
数
は
算
入
し
な
い
。
）
以
上
の
意
見
受
付
期
間
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

様
式

第
17の

４
の
２

（
第
23条

の
９
の
３
関
係
）
 

様
式

第
17の

４
の
２

（
第

23条
の
９
の
３
関
係
）
 

１
 

音
声
伝

送
交
換

機
能
、
Ｍ
Ｎ
Ｐ
転
送
機
能
及
び
Ｓ
Ｍ
Ｓ
伝
送
交

換
機
能

の
接

続
料

原
価

の
算
出
 

１
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

音
声

伝
送

交
換

機
能
」

は
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
１

項
の

表
１
の

項
イ

に
掲

げ
る

機
能

を
、

「
Ｍ
Ｎ

Ｐ
転
送

機
能

」
は

同
項

ハ
に

掲
げ

る
機

能
を

、
「

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機

能
」

は
同

項
ニ

に
掲

げ
る
機

能
を
い
う
。
 

注
１
 

「
音

声
伝

送
交

換
機
能

」
は
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規
則
第

４
条

第
１

項
第
１

号
に

掲
げ

る
機

能
を

、
「

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機
能

」
は

同
項
第

３
号

に
掲

げ
る

機
能

を
、

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ
伝

送
交

換
機

能
」

は
同

項
第

４

号
に

掲
げ
る

機
能
を

い
う
。
 

［
２

・
３
 

略
］
 

［
２

・
３
 

同
左
］
 

４
 

「
接

続
料

対
象

外
費

用
」

の
欄

に
は

、
「

音
声

伝
送
役

務
に

係
る

費
用

」
の

う
ち

、
自

ら
が

設
置

す
る

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設
備

を
用
い

て
提

供
す

る
音

声
伝

送
交

換
機

能
に

係
る

費
用

で
な

い
も

の
が

あ
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、
当

該
費
用
が
個
別
に
分
か
る
よ
う
に
記
載
す
る
こ

と
。
 

［
新

設
］
 

５
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
16

条
第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

は
、

同
項

の
承
認

を
受
け
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置

す
る
電

気
通
信

事
業

者
ご

と
に
作

成
す

る
こ
と

。
 

［
新

設
］
 

２
 

デ
ー
タ

伝
送
交

換
機
能
の
回
線
容
量
単
位
接
続
料
の
原
価
の
算

出
 

２
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機
能

の
回
線

容
量

単
位

接
続
料

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４

条
第

１
項
の

表
１
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第

１
号
に

掲
げ
る

部
分

の
接

続
料

を
い
う

。
 

注
１
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換
機

能
の
回
線

容
量

単
位

接
続
料

」
は

、
第

二
種
指
定

電
気

通
信

設
備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
項
第

２
号
に

掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
を
い
う
。
 

［
２

～
４
 

略
］
 

［
２

～
４
 

同
左
］
 

５
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
16

条
第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

は
、

同
項

の
承
認

を
受
け
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置

す
る
電

気
通
信

事
業

者
ご

と
に
作

成
す

る
こ
と

。
 

［
新

設
］
 

２
の

２
 
デ

ー
タ
伝

送
交
換
機
能
の
回
線
数
単
位
接
続
料
の
原
価
の

算
出
 

２
の

２
 
［

同
左
］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

接
続

料
原

価
」

の
欄
に

は
、
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
項

の
表

１
の

項
ロ

に

掲
げ

る
機
能

の
同
条
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続

料
の
原

価
を
記

載
す

る
こ

と
。
 

注
１
 

「
接

続
料

原
価

」
の
欄

に
は
、
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設

備
接

続
料
規
則

第
４

条
第

１
項
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

の
同
条

第
２
項

第
２
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
の
原
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
２

 
略
］
 

［
２

 
同
左

］
 

３
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
16

条
第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

は
、

同
項

の
承
認

を
受
け
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置

す
る
電

気
通
信

事
業

者
ご
と
に

作
成
す

る
こ
と

。
 

［
新

設
］
 

２
の

３
 
デ

ー
タ
伝

送
交
換
機
能
の
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
枚
数
単
位
接
続

料
の
原

価
の

算
出
 

２
の

３
 
［

同
左
］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

接
続

料
原

価
」

の
欄
に

は
、
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
項

の
表

１
の

項
ロ

に

掲
げ

る
機
能

の
同
条
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続

料
の
原

価
を
記

載
す

る
こ

と
。
 

注
１
 

「
接

続
料

原
価

」
の
欄

に
は
、
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設

備
接

続
料
規
則

第
４

条
第

１
項
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

の
同
条

第
２
項

第
３
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
の
原
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
２

～
４
 

略
］
 

［
２

～
４
 

同
左
］
 

５
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
16

条
第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

は
、

［
新

設
］
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5頁 

同
項

の
承
認

を
受
け
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置

す
る
電

気
通
信

事
業

者
ご

と
に
作

成
す

る
こ
と

。
 

３
 

機
能
別

接
続
料

原
価
算
入
営
業
費
明
細
表
 

３
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

音
声

伝
送

交
換

機
能
」

は
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
１

項
の

表
１

の
項
イ

に
掲

げ
る

機
能

を
、

「
デ
ー

タ
伝
送

交
換

機
能

」
は

同
項

ロ
に

掲
げ

る
機

能
を

、
「

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
」

は
同

項
ハ

に
掲

げ
る
機

能
を
、
「
Ｓ
Ｍ
Ｓ
伝
送
交
換
機
能
」
は
同
項
ニ

に
掲
げ

る
機
能

を
い

う
。
 

注
１
 

「
音

声
伝

送
交

換
機
能

」
は
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規
則
第

４
条

第
１

項
第
１

号
に

掲
げ

る
機

能
を

、
「

デ
ー

タ
伝

送
交
換

機
能

」
は
同

項
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

を
、

「
Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
」

は
同

項
第

３

号
に

掲
げ
る

機
能
を

、
「
Ｓ
Ｍ
Ｓ
伝
送
交
換
機
能
」
は
同
項

第
４
号
に
掲
げ
る
機
能
を
い
う
。
 

２
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第
１

項
の

表
１

の
項

ロ
に

掲
げ

る
機

能
の

接
続

料
原

価
に

営
業

費
を

算
入

す
る
場

合
に
は

、
同

条
第

２
項

各
号

に
掲

げ
る

部
分

の
接

続
料

ご
と

に
欄

を
分

け
、

当
該

接
続

料
ご

と
の
欄

に
そ
れ
ぞ
れ
の
接
続
料
原
価
に
算
入
す
る
営
業

費
の
額

を
記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
項
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

の
接

続
料

原
価
に

営
業

費

を
算

入
す

る
場

合
に

は
、
同

条
第

２
項
各

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料
ご

と
に
欄

を
分

け
、

当
該

接
続

料
ご

と

の
欄

に
そ
れ

ぞ
れ
の

接
続
料
原
価
に
算
入
す
る
営
業
費
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

［
３

 
略
］
 

［
３

 
同
左

］
 

４
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
16

条
第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

は
、

同
項

の
承
認

を
受
け
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置

す
る
電

気
通
信

事
業

者
ご

と
に
作

成
す

る
こ
と

。
 

［
新

設
］
 

４
 

原
価
の
合

算
 

［
新

設
］
 

 
（
電
気
通
信
事
業
者
の
別
）
 
（
電
気
通
信

事
業
者

の
別
）
 

計
 

 
接
続
料
原
価
 

接
続

料
原
価
 

営
業

費
 

 
 

 

運
用

費
 

 
 

 

施
設

保
全
費
 

 
 

 

共
通

費
 

 
 

 

管
理

費
 

 
 

 

試
験

研
究
費
 

 
 

 

研
究

費
償
却
 

 
 

 

減
価

償
却
費
 

 
 

 

固
定

資
産
除

却
費
 
 

 
 

通
信

設
備
使

用
料
 
 

 
 

租
税

公
課
 

 
 

 

合
計
 

 
 

 
 

 

注
１

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信
設

備
接
続

料
規

則
第

16
条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
接

続
料

を
設

定
す

る
場

合
に

作

成
す

る
こ
と

。
 

 

２
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第
１

項
の

表
１

の
項

に
掲

げ
る

機
能

ご
と

（
同

項
ロ

に
定

め
る

機
能

に
あ

つ
て
は

、
同
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
部

分
ご

と
（

同
項

第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
に

つ
い

て
、

Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

の
種
類

ご
と
に

異
な

る
接

続
料

を
設

定
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と

）
）

に
作
成

す
る
こ
と
。
 

 

３
 

「
接

続
料

原
価

」
の

欄
に

は
、

１
（

音
声

伝
送

交
換
機

能
、

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
及

び
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能
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6頁 

の
接

続
料
原

価
の

算
出

）
、
２

（
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能

の
回

線
容

量
単

位
接

続
料

の
原

価
の

算
出

）
、

２
の

２
（

デ
ー

タ
伝

送
交
換

機
能
の

回
線

数
単

位
接

続
料

の
原

価
の

算
出

）
又

は
２

の
３

（
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能

の
Ｓ

Ｉ
Ｍ
カ

ー
ド
枚
数
単
位
接
続
料
の
原
価
の
算
出
）
に
よ

り
算
出

さ
れ
た

額
を

記
載

す
る

こ
と
。
 

４
 

「
（
電

気
通
信
事
業
者
の
別
）
」
の

項
は
、
必
要
に
応
じ

、
適

宜
追
加

す
る

こ
と

。
 

 

様
式

第
17の

４
の
３

（
第
23条

の
９
の
３
関
係
）
 

様
式

第
17の

４
の
３

（
第

23条
の
９
の
３
関
係
）
 

１
 

機
能
に

係
る
レ

ー
ト
ベ
ー
ス
 

１
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信
設

備
接
続

料
規

則
第

４
条
第

１
項

の
表

に
掲

げ
る

機
能

ご
と

（
同

号
ロ

に
定

め
る

機

能
に

あ
つ

て
は

、
同
条

第
２
項

各
号

に
掲

げ
る

部
分

ご
と

（
同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

に
つ

い
て

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と
に

異
な
る

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

の
種

類
ご

と
）

）
に

作
成

す
る

こ
と

（
同
条

第
１
項

の
表

１
の

項
ロ

に
掲

げ
る

機
能

の
同

条
第

２
項

第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料
に

あ
つ
て

は
、
同
令
第
13条

第
２
項
に
よ
り
算
定
す
る
場

合
を
除

く
。
）

。
 

注
１
 

第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備
接
続

料
規

則
第

４
条
第

１
項

各
号

に
掲
げ
る

機
能

ご
と

（
同
項

第
２

号
に

定
め

る
機

能
に

あ
つ

て
は

、
同
条

第
２

項
各
号

に
掲

げ
る

部
分

ご
と

（
同

項
第

３
号
に

掲
げ

る
部

分
に

つ
い

て
、

Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と
に

異
な

る
接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と

）

）
に

作
成

す
る

こ
と

（
同
条

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
機

能
の

同
条

第
２

項
第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料

に
あ

つ
て
は

、
同
令

第
13条

第
２
項
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

［
２

・
３
 

略
］
 

［
２

・
３
 

同
左
］
 

４
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
16

条
第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合
は

、

「
当

該
機

能
に

係
る
運

転
資
本

」
の

項
を

同
項

の
承

認
を

受
け

た
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
設

置
す

る
電

気
通

信
事
業

者
ご
と
に
分
け
て
作
成
す
る
こ
と
。
 

［
新

設
］
 

［
２

 
略
］
 

［
２

 
同
左

］
 

３
 

他
人
資

本
費
用
 

３
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信
設

備
接
続

料
規

則
第

４
条
第

１
項

の
表

に
掲

げ
る

機
能

ご
と

（
同

項
ロ

に
定

め
る

機

能
に

あ
つ

て
は

、
同
条

第
２
項

各
号

に
掲

げ
る

部
分

ご
と

（
同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

に
つ

い
て

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と
に

異
な
る

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

の
種

類
ご

と
）

）
に

作
成

す
る

こ
と

（
同
条

第
１
項

の
表

１
の

項
ロ

に
掲

げ
る

機
能

の
同

条
第

２
項

第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料
に

あ
つ
て

は
、
同
令
第
13条

第
２
項
に
よ
り
算
定
す
る
場

合
を
除

く
。
）

。
 

注
１
 

第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備
接
続

料
規

則
第

４
条
第

１
項

各
号

に
掲
げ
る

機
能

ご
と

（
同
項

第
２

号
に

定
め

る
機

能
に

あ
つ

て
は

、
同
条

第
２

項
各
号

に
掲

げ
る

部
分

ご
と

（
同

項
第

３
号
に

掲
げ

る
部

分
に

つ
い

て
、

Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と
に

異
な

る
接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と

）

）
に

作
成

す
る

こ
と

（
同
条

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
機

能
の

同
条

第
２

項
第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料

に
あ

つ
て
は

、
同
令

第
13条

第
２
項
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

［
２

～
４
 

略
］
 

［
２

～
４
 

同
左
］
 

［
４

・
５
 

略
］
 

［
４

・
５
 

同
左
］
 

６
 

自
己
資

本
費
用
 

６
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信
設

備
接
続

料
規

則
第

４
条
第

１
項

の
表

に
掲

げ
る

機
能

ご
と

（
同

項
ロ

に
定

め
る

機

能
に

あ
つ

て
は

、
同
条

第
２
項

各
号

に
掲

げ
る

部
分

ご
と

（
同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

に
つ

い
て

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と
に

異
な
る

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

の
種

類
ご

と
）

）
に

作
成

す
る

こ
と

（
同
条

第
１
項

の
表

１
の

項
ロ

に
掲

げ
る

機
能

の
同

条
第

２
項

第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料
に

あ
つ
て

は
、
同
令
第
13条

第
２
項
に
よ
り
算
定
す
る
場

合
を
除

く
。
）

。
 

注
１
 

第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備
接
続

料
規

則
第

４
条
第

１
項

各
号

に
掲
げ
る

機
能

ご
と

（
同
項

第
２

号
に

定
め

る
機

能
に
あ

つ
て

は
、

同
条

第
２

項
各
号

に
掲

げ
る

部
分

ご
と

（
同

項
第

３
号
に

掲
げ

る
部

分
に

つ
い

て
、

Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と
に

異
な

る
接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と

）

）
に

作
成

す
る

こ
と

（
同
条

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
機

能
の

同
条

第
２

項
第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料

に
あ

つ
て
は

、
同
令

第
13条

第
２
項
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

［
２

・
３
 

略
］
 

［
２

・
３
 

同
左
］
 

［
７

・
８
 

略
］
 

［
７

・
８
 

同
左
］
 

９
 

利
益
対

応
税
 

９
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設
備

接
続
料

規
則

第
４

条
第
１

項
の

表
に

掲
げ

る
機

能
ご

と
（

同
項

ロ
に

定
め

る
機

能
注

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信
設

備
接
続
料

規
則

第
４

条
第
１

項
各

号
に

掲
げ
る
機

能
ご

と
（

同
項
第

２
号

に
定

め
る
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7頁 

に
あ

つ
て

は
、

同
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
部

分
ご

と
（
同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

に
つ

い
て

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と

に
異

な
る

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ
つ

て
は

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と

）
）

に
作

成
す

る
こ

と
（

同
条

第
１

項
の

表
１

の
項

ロ
に

掲
げ

る
機

能
の
同

条
第

２
項

第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料
に

あ
つ

て
は

、
同
令

第
13条

第
２
項
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
除
く
。

）
。
 

機
能

に
あ

つ
て

は
、

同
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
部

分
ご

と
（
同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

に
つ

い
て
、

Ｓ
Ｉ

Ｍ

カ
ー

ド
の
種

類
ご

と
に

異
な
る

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ
つ

て
は

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と
）

）
に

作

成
す

る
こ
と

（
同

条
第

１
項
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

の
同

条
第
２

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

の
接

続
料
に

あ
つ

て

は
、

同
令
第
13条

第
２

項
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

［
10 

略
］
 

［
10 

同
左

］
 

1
1 

利
潤
 

1
1 

［
同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設
備

接
続
料

規
則

第
４

条
第
１

項
の

表
に

掲
げ

る
機

能
ご

と
（

同
項

ロ
に

定
め

る
機

能

に
あ

つ
て

は
、

同
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
部

分
ご

と
（
同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

に
つ

い
て

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と

に
異

な
る

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ
つ

て
は

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と

）
）

に
作

成
す

る
こ

と
（

同
条

第
１

項
の

表
１

の
項

ロ
に

掲
げ

る
機

能
の
同

条
第

２
項

第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料
に

あ
つ

て
は

、
同
令

第
13条

第
２
項
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
除
く
。

）
。
 

注
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接
続
料

規
則

第
４

条
第
１

項
各

号
に

掲
げ
る
機

能
ご

と
（

同
項
第

２
号

に
定

め
る

機
能

に
あ

つ
て

は
、

同
条

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
部

分
ご

と
（
同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

に
つ

い
て
、

Ｓ
Ｉ

Ｍ

カ
ー

ド
の
種

類
ご

と
に

異
な
る

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

に
あ
つ

て
は

、
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

種
類

ご
と
）

）
に

作

成
す

る
こ
と

（
同

条
第

１
項
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

の
同

条
第
２

項
第

３
号

に
掲

げ
る

部
分

の
接

続
料
に

あ
つ

て

は
、

同
令
第
13条

第
２

項
に
よ
り
算
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。
 

［
12 

略
］
 

［
12 

同
左

］
 

様
式

第
17の

４
の
４

（
第
23条

の
９
の
３
関
係
）
 

様
式

第
17の

４
の
４

（
第

23条
の
９
の
３
関
係
）
 

１
 

デ
ー
タ

伝
送
交

換
機
能
の
回
線
容
量
単
位
接
続
料
に
係
る
需
要
 

１
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機
能

の
回
線

容
量

単
位

接
続
料

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４

条
第

１
項
の

表
１
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第

１
号
に

掲
げ
る

部
分

の
接

続
料

を
い
う

。
 

注
１
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換
機

能
の
回
線

容
量

単
位

接
続
料

」
は

、
第

二
種
指
定

電
気

通
信

設
備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
項
第

２
号
に

掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
を
い
う
。
 

［
２

 
略
］
 

［
２

 
略
］
 

１
の

２
 
デ

ー
タ
伝

送
交
換
機
能
の
回
線
数
単
位
接
続
料
に
係
る
需

要
 

１
の

２
 
［

同
左
］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能
の

回
線
数

単
位

接
続

料
」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第

１
項

の
表
１

の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
２
号
に

掲
げ

る
部
分

の
接

続
料

を
い

う
。
 

注
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能

の
回
線
数

単
位

接
続

料
」
は

、
第

二
種

指
定
電
気

通
信

設
備

接
続
料

規
則

第
４

条
第

１
項

第
２
号
に

掲
げ

る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
を
い
う
。
 

１
の

３
 
デ

ー
タ
伝

送
交
換
機
能
の
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
枚
数
単
位
接
続

料
に
係

る
需

要
 

１
の

３
 
［

同
左
］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機
能

の
Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

枚
数
単

位
接

続
料

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料

規
則

第
４

条
第

１
項
の

表
１
の

項
ロ

に
掲

げ
る

機
能

の
同

条
第

２
項

第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料
を

い
う

。
 

注
１
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能
の
Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

枚
数
単

位
接

続
料

」
は
、
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４
条

第
１
項

第
２
号
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
を
い
う
。
 

［
２

 
略
］
 

［
２

 
同
左

］
 

２
 

Ｍ
Ｎ
Ｐ

転
送
機

能
に
係
る
需
要
 

２
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
 

「
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

」
は
、

第
二
種

指
定

電
気

通
信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
項

の
表

１
の

項
ハ

に
掲

げ

る
機

能
を
い

う
。
 

注
 

「
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

」
は

、
第
二
種

指
定

電
気

通
信
設

備
接

続
料

規
則
第
４

条
第

１
項

第
３
号

に
掲

げ
る

機
能

を
い

う
。
 

３
 

Ｓ
Ｍ
Ｓ

伝
送
交

換
機
能
に
係
る
需
要
 

３
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
 

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能
」

は
、
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
項

の
表

１
の

項
ニ

に

掲
げ

る
機
能

を
い
う
。
 

注
 

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能

」
は
、
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設

備
接

続
料
規
則

第
４

条
第

１
項
第

４
号

に
掲

げ
る

機
能

を
い
う

。
 

様
式

第
17の

４
の
５

（
第
23条

の
９
の
３
関
係
）
 

様
式

第
17の

４
の
５

（
第

23条
の
９
の
３
関
係
）
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8頁 

１
 

デ
ー
タ

伝
送
交
換
機
能
の
回
線
容
量
単
位
接
続
料
 

１
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機
能

の
回
線

容
量

単
位

接
続
料

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４

条
第

１
項
の

表
１
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第

１
号
に

掲
げ
る

部
分

の
接

続
料

を
い
う

。
 

注
１
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換
機

能
の
回
線

容
量

単
位

接
続
料

」
は

、
第

二
種
指
定

電
気

通
信

設
備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
項
第

２
号
に

掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
を
い
う
。
 

［
２

～
７
 

略
］
 

［
２

～
７
 

同
左
］
 

１
の

２
 
デ

ー
タ
伝

送
交
換
機
能
の
回
線
数
単
位
接
続
料
 

１
の

２
 
［

同
左
］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機
能

の
回
線

数
単

位
接

続
料
」

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条

第
１

項
の
表

１
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
２

号
に
掲

げ
る
部

分
の

接
続

料
を

い
う
。
 

注
１
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換
機

能
の
回
線

数
単

位
接

続
料
」

は
、

第
二

種
指
定
電

気
通

信
設

備
接
続

料
規

則
第

４
条

第
１

項
第
２

号
に
掲

げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
を
い
う
。
 

［
２

・
３
 

略
］
 

［
２

・
３
 

同
左
］
 

１
の

３
 
デ

ー
タ
伝

送
交
換
機
能
の
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
枚
数
単
位
接
続

料
 

１
の

３
 
［

同
左
］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機
能

の
Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

枚
数
単

位
接

続
料

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料

規
則

第
４

条
第

１
項
の

表
１
の

項
ロ

に
掲

げ
る

機
能

の
同

条
第

２
項

第
３

号
に

掲
げ

る
部

分
の

接
続

料
を

い
う

。
 

注
１
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能
の
Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

枚
数
単

位
接

続
料

」
は
、
第

二
種

指
定

電
気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４
条

第
１
項

第
２
号
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
を
い
う
。
 

［
２

～
４
 

略
］
 

［
２

～
４
 

同
左
］
 

２
 

Ｍ
Ｎ
Ｐ

転
送
機

能
の
接
続
料
 

２
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
」
は

、
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
１

項
の

表
１

の
項

ハ
に

掲

げ
る

機
能
を

い
う
。
 

注
１
 

「
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能
」

は
、
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規
則
第

４
条

第
１

項
第
３

号
に

掲
げ

る
機

能
を

い
う
。
 

［
２

～
６
 

略
］
 

［
２

～
６
 

同
左
］
 

３
 

Ｓ
Ｍ
Ｓ

伝
送
交

換
機
能
の
接
続
料
 

３
 
［

同
左

］
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機
能

」
は
、

第
二

種
指

定
電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
１

項
の

表
１

の
項

ニ

に
掲

げ
る
機

能
を
い
う
。
 

注
１
 

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換
機

能
」
は
、

第
二

種
指

定
電
気

通
信

設
備

接
続
料
規

則
第

４
条

第
１
項

第
４

号
に

掲
げ

る
機

能
を
い

う
。
 

［
２

～
６
 

略
］
 

［
２

～
６
 

同
左
］
 

［
４

 
略
］
 

［
４

 
同
左

］
 

様
式

第
17の

４
の
６

（
第
23条

の
９
の
３
関
係
）
 

様
式

第
17の

４
の
６

（
第

23条
の
９
の
３
関
係
）
 

［
表

略
］
 

［
表

略
］
 

注
１

 
「

音
声

伝
送

交
換

機
能
」

は
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
１

項
の

表
１

の
項

イ
に

掲

げ
る

機
能

を
、

「
デ
ー

タ
伝
送

交
換

機
能

」
は

同
項

ロ
に

掲
げ

る
機

能
を

、
「

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
」

は
同

項
ハ

に
掲

げ
る
機

能
を
、
「
Ｓ
Ｍ
Ｓ
伝
送
交
換
機
能
」
は
同

項
ニ

に
掲
げ

る
機
能

を
い

う
。
 

注
１
 

「
音

声
伝

送
交

換
機
能

」
は
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規
則
第

４
条

第
１

項
第
１

号
に

掲
げ

る
機

能
を

、
「

デ
ー

タ
伝

送
交
換

機
能

」
は
同

項
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

を
、

「
Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
」

は
同

項
第

３

号
に

掲
げ
る

機
能
を

、
「
Ｓ
Ｍ
Ｓ
伝
送
交
換
機
能
」
は
同
項
第
４
号

に
掲
げ
る
機
能
を
い
う
。
 

［
２

～
５
 

略
］
 

［
２

～
５
 

同
左
］
 

様
式

第
17の

４
の
７

（
第
23条

の
９
の
３
関
係
）
 

様
式

第
17の

４
の
７

（
第

23条
の
９
の
３
関
係
）
 

［
表

略
］
 

［
表

同
左
］
 

注
１

 
「

音
声

伝
送

交
換

機
能
」

は
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
１

項
の

表
１

の
項

イ
に

掲

げ
る

機
能

を
、

「
デ
ー

タ
伝
送

交
換

機
能

」
は

同
項

ロ
に

掲
げ

る
機

能
を

、
「

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
」

は
同

項
ハ

に
掲

げ
る
機

能
を
、
「
Ｓ
Ｍ
Ｓ
伝
送
交
換
機
能
」
は
同
項
ニ

に
掲
げ

る
機
能

を
い

う
。
 

注
１

 
「

音
声

伝
送

交
換

機
能

」
は
第
二

種
指

定
電

気
通
信

設
備

接
続

料
規
則
第

４
条

第
１

項
第
１

号
に

掲
げ

る
機

能
を

、
「

デ
ー

タ
伝

送
交
換

機
能

」
は
同

項
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

を
、

「
Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
」

は
同

項
第

３

号
に

掲
げ
る

機
能
を

、
「
Ｓ
Ｍ
Ｓ
伝
送
交
換
機
能
」
は
同
項
第
４
号

に
掲
げ
る
機
能
を
い
う
。
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9頁 

［
２

～
５
 

略
］
 

［
２

～
５
 

同
左
］
 

６
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
16

条
第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

接
続

料
を

設
定

す
る

場
合

は
、

同
項

の
承
認

を
受
け
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置

す
る
電

気
通
信

事
業

者
ご

と
に
作

成
す

る
こ
と

。
 

［
新

設
］
 

様
式

第
17の

４
の
８

（
第
23条

の
９
の
３
関
係
）
 

［
新

設
］
 

１
 

貸
借
対

照
表
に

計
上
さ
れ
た
額
の
合
算
 

 

 

（
電
気
通
信
事
業
者
の

別
）
 

（
電

気
通
信

事
業
者

の

別
）
 

計
 

備
考
 

貸
借

対

照
表

の

額
 

相
殺

消

去
 

貸
借

対

照
表

の

額
 

相
殺

消

去
 

資
産

の
部
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 

固
定
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
Ａ

 
電

気
通

信
事
業
固
定
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑴
 

有
形
固
定
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
機
械
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
空
中
線
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
通
信
衛
星
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４

 
端
末
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
市
内
線
路
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
６

 
市
外
線
路
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
７

 
土
木
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
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10頁 

 
 

 
８

 
海
底
線
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
９

 
建
物
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0 

構
築
物
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1 

機
械
及
び
装
置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2 

車
両
及
び
船
舶
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
3 

工
具
、
器
具
及

び
備
品
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
4 

休
止
設
備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
5 

土
地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
6 

リ
ー
ス
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
7 

建
設
仮
勘
定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
形

固
定
資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑵
 

無
形
固
定
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
海
底
線
使
用
権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
衛
星
利
用
権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
施
設
利
用
権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４

 
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
の

れ
ん
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11頁 

 
 

 
６

 
特

許
権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
７

 
借

地
権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８

 
リ
ー
ス
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
９

 
そ
の
他
の
無
形

固
定
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
形

固
定
資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
電

気
通

信
事
業
固
定
資

産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
Ｂ

 
（

何
）

業
固
定
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑴
 

有
形
固
定
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
…
…
…

…
…
…
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
減
価
償
却
累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
形

固
定
資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑵
 

無
形
固
定
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
…
…
…

…
…
…
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
形

固
定
資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
（

何
）

業
固
定
資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
Ｃ

 
投

資
そ

の
他
の
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
投
資
有
価
証
券
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
親
会
社
株
式
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
関
係
会
社
株
式
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４

 
そ
の
他
の
関
係

会
社
投
資
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
出

資
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
６

 
関
係
会
社
出
資

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
７

 
長
期
貸
付
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８

 
社
内
長
期
貸
付

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
９

 
関
係
会
社
長
期
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12頁 

貸
付
金
 

 
 

 
1
0 

長
期
前
払
費
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1 

繰
延
税
金
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2 

そ
の
他
の
投
資

及
び
そ
の
他
の
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
何
）
貸
倒
引

当
金
（
貸
方
）
 

 
 

 
 

 
 

 
投

資
そ

の
他
の
資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

固
定

資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 

流
動
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
現
金
及
び
預
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
受
取
手
形
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
売

掛
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４

 
未
収
入
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
リ
ー
ス
債
権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
６

 
リ
ー
ス
投
資
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
７

 
有
価
証
券
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８

 
親
会
社
株
式
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
９

 
貯

蔵
品
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0 

前
渡
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
1 

前
払
費
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2 

繰
延
税
金
資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
3 

そ
の
他
の
流
動

資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
何
）
貸
倒
引

当
金
（
貸
方
）
 

 
 

 
 

 
 

流
動

資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

Ⅲ
 

繰
延
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
創

立
費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
開

業
費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
株
式
交
付
費
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13頁 

 
 

 
４

 
社
債
発
行
費
等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
開

発
費
 

 
 

 
 

 
 

繰
延

資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

資
産

合
計
 

 
 

 
 

 
 

負
債

の
部
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 

固
定
負

債
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
社
債
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
長
期
借
入
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
関
係
会
社
長
期

借
入
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４

 
リ
ー
ス
債
務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
繰
延
税
金
負
債
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
６

 
退
職
給
付
引
当

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
７

 
（
何
）
引
当
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８

 
資
産
除
去
債
務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
９

 
そ
の
他
の
固
定

負
債
 

 
 

 
 

 
 

固
定

負
債
合
計
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 

流
動
負

債
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
１
年
以
内
に
期

限
到
来
の
固
定
負

債
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
１
年
以
内
に
期

限
到
来
の
関
係
会

社
長
期
借
入
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
支
払
手
形
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４

 
買

掛
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
短
期
借
入
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
６

 
リ
ー
ス
債
務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
７

 
未

払
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８

 
未
払
費
用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
９

 
未
払
法
人
税
等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0 

繰
延
税
金
負
債
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14頁 

 
 

 
1
1 

前
受
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
2 

預
り
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
3 

従
業
員
預
り
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
4 

前
受
収
益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
5 

（
何
）
引
当
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
6 

資
産
除
去
債
務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
7 

そ
の
他
の
流
動

負
債
 

 
 

 
 

 
 

流
動

負
債
合

計
 

 
 

 
 

 
 

負
債

合
計
 

 
 

 
 

 
 

純
資

産
の
部
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 

株
主
資

本
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
資

本
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
新
株
式
申
込
証

拠
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
資
本
剰
余
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
a) 

資
本
準

備
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
b) 

そ
の
他

資
本
剰
余

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
資
本
剰
余
金
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４

 
利
益
剰
余
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
a) 

利
益
準

備
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
b) 

そ
の
他

利
益
剰
余

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
何
）

積
立
金

（
又
は

（
何
）
準

備
金
）
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15頁 

 
 

 
 

繰
越
利

益
剰
余
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
利
益
剰
余
金
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
自
己
株
式
（
借

方
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
６

 
自
己
株
式
申
込

証
拠
金
 

 
 

 
 

 
 

株
主

資
本
合

計
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 

評
価
・

換
算
差
額
等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
そ
の
他
有
価
証

券
評
価
差
額
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
繰
延
ヘ
ッ
ジ
損

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
土
地
再
評
価
差

額
金
 

 
 

 
 

 
 

評
価

・
換
算

差
額
等
合
計
 

 
 

 
 

 
 

Ⅲ
 

新
株
予

約
権
 

 
 

 
 

 
 

純
資

産
合
計
 

 
 

 
 

 
 

負
債

・
純
資

産
合
計
 

 
 

 
 

 
 

 

注
１

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

16
条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
接

続
料

を
設

定
す

る
場

合
に

作
成

す
る
こ
と
。
 

 

２
 

貸
借

対
照
表

日
に

お
い
て

、
こ

の
表

に
掲

げ
た

科
目

に
計

上
す

べ
き

金
額

が
な

い
と

き
は

、
当

該
科

目
の

記
載

を
省

略
す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
、
当

該
省

略
科

目
の

次
位

の
科

目
を

省
略

科
目

の
位

置
に

記
載

し
、

以

下
順

次
繰
り
上
げ
る
こ
と
。
 

 

３
 

原
価

及
び
利

潤
の

算
定
期

間
、

前
算

定
期

間
、

前
々

算
定

期
間

並
び

に
前

々
々

算
定

期
間

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
。
 

 

４
 

「
（
電

気
通
信
事
業
者
の
別
）
」
の
項
は
、
必
要
に
応

じ
、
適

宜
追
加

す
る

こ
と

。
 

 

５
 

備
考
欄

に
は
、
相
殺
消
去
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

２
 

営
業
外

費
用
の
合
算
 

 

 
（
電
気
通
信
事
業
者
の

別
）
 

（
電

気
通
信

事
業
者

の

別
）
 

計
 

備
考
 

損
益

計
算

書
の
額
 

相
殺
消
去
 

損
益

計
算

書
の

額
 

相
殺

消
去
 

営
業

外
費
用
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16頁 

 
１

 
支

払
利
息
 

 
 

 
 

 
 

 
２

 
社

債
利
息
 

 
 

 
 

 
 

 
３

 
社

債
発
行
費
等

償
却
 

 
 

 
 

 
 

 
４

 
株

式
交
付
費
償

却
 

 
 

 
 

 
 

 
５

 
創

立
費
償
却
 

 
 

 
 

 
 

 
６

 
開

業
費
償
却
 

 
 

 
 

 
 

 
７

 
開

発
費
償
却
 

 
 

 
 

 
 

 
８

 
有

価
証
券
売
却

損
 

 
 

 
 

 
 

 
９

 
有

価
証
券
評
価

損
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0 

雑
支
出
 

 
 

 
 

 
 

営
業

外
費
用

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 

注
１

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

16
条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
接

続
料

を
設

定
す

る
場

合
に

作
成

す
る
こ
と
。
 

 

２
 

「
（
電

気
通
信
事
業
者
の
別
）
」
の
項
は
、
必
要
に
応

じ
、
適

宜
追
加

す
る

こ
と

。
 

 

３
 

備
考
欄

に
は
、
相
殺
消
去
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

様
式

第
18（

第
24条

関
係
）
 

様
式

第
18（

第
24条

関
係
）
 

［
略

］
 

［
同

左
］
 

注
１

 
［
略

］
 

注
１

 
［
同

左
］
 

［
２

～
14 

略
］
 

［
２

～
14 

同
左
］
 

15
 

「
利

用
条
件

の
設

定
」
に

つ
い

て
は

、
当

該
機

能
に

係
る

電
気

通
信

役
務

の
利

用
に

際
し

て
利

用
条

件
の

設
定

が
必
要
な
場
合
に
は
、
そ
の
条
件
に
つ
い
て
記
載

す
る

こ
と
。
 

15
 

「
利

用
の

条
件

の
設
定

」
に

つ
い
て

は
、

当
該

機
能

に
係

る
電

気
通

信
役
務

の
利

用
に

際
し

て
利

用
条

件

の
設

定
が
必

要
な
場

合
、
そ
の
条
件
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
16～

2
4 

略
］
 

 
 

［
16～

24 
同

左
］
 

 
 

備
考 

表
中
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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17頁 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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18頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

前 
 

 

目
次 ［

第
一
章 

略
］ 

第
二
章 
法
定
機
能
の
内
容
等
（
第
四
条
） 

第
三
章 

原
価
及
び
利
潤
の
算
定
（
第
五
条
―
第
十
条
） 

第
四
章 

接
続
料
設
定
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
） 

第
五
章 

複
数
事
業
者
に
よ
る
接
続
料
設
定
（
第
十
六
条
） 

第
六
章 

接
続
料
の
計
算
等
（
第
十
七
条
） 

 

附
則 

目
次 ［

第
一
章 

同
上
］ 

第
二
章 

機
能
（
第
四
条
） 

第
三
章 

原
価
及
び
利
潤
の
算
定
（
第
五
条
―
第
十
条
） 

第
四
章 

接
続
料
設
定
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
） 

 

第
五
章 

接
続
料
の
計
算
等
（
第
十
六
条
） 

 

 

附
則 

（
目
的
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設

置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
取
得
す
べ
き
金
額
（
以
下
「
接
続
料
」
と
い
う

。
）
に
関
し
て
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令

で
定
め
る
機
能
（
以
下
「
法
定
機
能
」
と
い
う
。
）
、
法
定
機
能
ご
と
の
適
正
な
原
価
及
び
適
正
な
利
潤
の
算

定
方
法
並
び
に
精
算
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
法
定
機
能
ご
と
の
接
続
料
が
、
適
正
か
つ
明
確
に
定
め

ら
れ
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設

置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
取
得
す
べ
き
金
額
（
以
下
「
接
続
料
」
と
い
う

。
）
に
関
し
て
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
機
能
（
以

下
「
機
能
」
と
い
う
。
）
、
機
能
ご
と
の
適
正
な
原
価
及
び
適
正
な
利
潤
の
算
定
方
法
並
び
に
精
算
に
関
す
る

事
項
を
定
め
、
も
っ
て
機
能
ご
と
の
接
続
料
が
、
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け

る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
遵
守
義
務
） 

（
遵
守
義
務
） 

第
三
条 

事
業
者
は
、
法
定
機
能
ご
と
の
接
続
料
に
関
し
て
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
条 

事
業
者
は
、
機
能
ご
と
の
接
続
料
に
関
し
て
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い

こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
章 

法
定
機
能
の
内
容 

第
二
章 

機
能 

第
四
条 

法
定
機
能
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
四
条 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

区
分 

機
能
の
区
分 

内
容 

一 

次
項
に
掲
げ
る
場
合
以
外

の
場
合 

イ 

音
声
伝
送
交
換
機
能 

第
二
種
指
定
中
継
交
換
機
に
よ

り
音
声
そ
の
他
の
音
響
の
伝
送

交
換
を
行
う
機
能 

ロ 

デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に

そ
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す

る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
以

下
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）

が
設
置
す
る
当
該
電
気
通
信
設

備
と
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設

備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ
リ
ン
グ

プ
ロ
ト
コ
ル
が
用
い
ら
れ
る
通

信
方
式
を
用
い
て
接
続
し
た
上

一 

音
声
伝
送
交
換
機
能 

第
二
種
指
定
中
継
交
換
機
に
よ
り
音
声
そ
の
他
の
音
響
の
伝
送
交
換
を
行
う
機
能 

二 

デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
そ
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通

信
事
業
者
（
以
下
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
当
該
電
気
通
信
設
備
と
第
二
種
指
定
電
気
通
信

設
備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
プ
ロ
ト
コ
ル
が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
、
当
該

他
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
と
特
定
移
動
端
末
設
備
と
の
間
で
専
ら
符
号
又
は
影
像
の
伝
送
交
換

を
行
う
機
能
（
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六
の

四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の

搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
を
使
用
し
た
符
号
又
は
影
像
の
伝
送
交
換
を
行
う

も
の
を
除
く
。
） 

三 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
よ
り
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る

電
気
通
信
事
業
者
を
変
更
し
た
利
用
者
に
係
る
特
定
移
動
端
末
設
備
へ
着
信
す
る
通
信
を
第
二
種
指
定
中
継

交
換
機
を
介
し
て
他
事
業
者
と
の
相
互
接
続
点
に
転
送
す
る
機
能 

四 

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能 

特
定
移
動
端
末
設
備
間
に
お
い
て
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
て
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19頁 

端
末
設
備
と
の
間
で
専
ら
符
号

又
は
影
像
の
伝
送
交
換
を
行
う

機
能
（
無
線
設
備
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規

則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の

六
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
六

の
五
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す

る
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
拡
散

符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た

り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ

ッ
プ
の
も
の
を
使
用
し
た
符
号

又
は
影
像
の
伝
送
交
換
を
行
う

も
の
を
除
く
。
） 

ハ 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送

機
能 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
よ
り

、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受

け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
変
更

し
た
利
用
者
に
係
る
特
定
移
動

端
末
設
備
へ
着
信
す
る
通
信
を

第
二
種
指
定
中
継
交
換
機
を
介

し
て
他
事
業
者
と
の
相
互
接
続

点
に
転
送
す
る
機
能 

ニ 

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送

交
換
機
能 

特
定
移
動
端
末
設
備
間
に
お
い

て
電
気
通
信
番
号
を
使
用
し
て

行
わ
れ
る
文
字
の
伝
送
交
換
を

行
う
機
能 

二 

事
業
者
が
音
声
伝
送
役
務

の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
第
二

種
指
定
端
末
系
無
線
基
地
局

を
設
置
し
て
い
な
い
場
合 

前
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能 

前
項
ロ
に
掲
げ
る
内
容 

 

 
２ 

前
項
の
表
一
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
は
、
接
続
料
を
算
定
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
部
分
に
区
分
す
る
も
の

と
す
る
。 

２ 
前
項
第
二
号
の
機
能
は
、
接
続
料
を
算
定
す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
部
分
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
も
の 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
も
の 

二 

事
業
者
が
設
置
す
る
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
に
関
す
る
情
報
の
管

理
及
び
端
末
の
認
証
そ
の
他
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
機
能
を
除
く
。
） 

二 

事
業
者
が
設
置
す
る
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
に
関
す
る
情
報
の
管
理

及
び
端
末
の
認
証
そ
の
他
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
機
能
を
除
く
。
） 

三 

Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
携
帯
電
話
、
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
に
係
る
も
の
を
除
く

三 

Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
十
条
に
規
定
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。
）
、
三
・
九
―
四
世
代
移
動
通
信
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
及
び
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
電
気
通
信
役

務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
て

い
る
者
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
に
係
る

も
の
（
事
業
者
が
現
に
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

す
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
に
係
る
も
の
（
事
業
者
が
現
に
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
提

供
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
） 

（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
） 

第
六
条 

接
続
料
の
原
価
は
、
法
定
機
能
ご
と
に
、
当
該
法
定
機
能
に
係
る
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
と
す

る
。 

第
六
条 

接
続
料
の
原
価
は
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
第
二
種
指
定
設

備
管
理
運
営
費
と
す
る
。 

２ 

接
続
料
の
利
潤
は
、
法
定
機
能
ご
と
に
、
当
該
法
定
機
能
に
係
る
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ

き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
算
定
に
用
い
る
資
産
の
額
は
、
当
該
法
定
機
能
に
係
る
接
続
料
の
利
潤
の
算
定
期
間
に
係
る
貸
借
対
照
表
（

接
続
会
計
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
第
五
条
第
一
項
前
段

の
規
定
に
基
づ
き
作
成
す
る
貸
借
対
照
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
計
上
さ
れ
た
期
首
及
び
期
末
の
額
の
合

計
を
二
で
除
し
た
も
の
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

接
続
料
の
利
潤
は
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
第
八
条
か
ら
第
十
条

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
算
定
に
用
い
る
資
産
の
額
は
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
利
潤
の
算
定
期
間
に
係
る

貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
期
首
及
び
期
末
の
額
の
合
計
を
二
で
除
し
た
も
の
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。 

［
３ 

略
］ 

［
３ 

同
上
］ 

（
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
） 

（
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
） 

第
七
条 

法
定
機
能
に
係
る
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
は
、
当
該
法
定
機
能
の
区
分
ご
と
に
、
当
該
法
定
機

能
に
対
応
し
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施

設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
は
、
当
該
機
能
の
区
分
ご

と
に
、
当
該
機
能
に
対
応
し
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す

る
土
地
及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

（
他
人
資
本
費
用
） 

 

（
他
人
資
本
費
用
） 

第
八
条 

法
定
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

第
八
条 

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す

る
。 

他
人

資
本

費
用

＝
当

該
法

定
機

能
に

係
る

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

×
他

人
資

本
比

率
×

他
人

資
本

利
子

率
 

 
他

人
資

本
費

用
＝

当
該

法
定

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
×

他
人

資
本

比
率

×
他

人
資

本
利

子
率

 

２ 

法
定
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

２ 

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

当
該

法
定

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
＝

対
象

設
備

等
の

正
味

固
定

資
産

価
額

＋
繰

延
資

産
＋

投
資

そ
の

他
の

資
産

＋
貯

蔵
品

＋
運

転
資

本
 

当
該

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
＝

対
象

設
備

等
の

正
味

固
定

資
産

価
額

＋
繰

延
資

産
＋

投
資

そ
の

他
の

資
産

＋
貯

蔵
品

＋
運

転
資

本
 

［
３ 

略
］ 
［
３ 

同
上
］ 

４ 

第
二
項
の
繰
延
資
産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
及
び
貯
蔵
品
の
額
は
、
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
繰
延
資
産

、
投
資
そ
の
他
の
資
産
及
び
貯
蔵
品
の
額
の
う
ち
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
で
あ

り
、
か
つ
、
収
益
の
見
込
ま
れ
な
い
も
の
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
繰
延
資
産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
及
び
貯
蔵
品
の
額
は
、
接
続
会
計
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
す
る
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
第
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
す
る
貸
借
対
照

表
に
記
載
さ
れ
た
繰
延
資
産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
及
び
貯
蔵
品
の
額
の
う
ち
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備

の
管
理
運
営
に
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
、
収
益
の
見
込
ま
れ
な
い
も
の
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。 

５ 

第
二
項
の
運
転
資
本
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

５ 

第
二
項
の
運
転
資
本
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 
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運
転

資
本

＝
 対

象
設

備
等

の
第

二
種

指
定

設
備

管
理

運
営

費
（

減
価

償
却

費
、

固
定

資
産

除
却

損
及

び
租

税
公

課
相

当
額

を
除

く
。
） 

×
 ( 法

定
機

能
の

提
供

か
ら

当
該

法
定

機
能

に
係

る
接

続
料

の
収

納
ま

で
の

平
均

的
な

日
数

 

)
  

 

 
 

 
 

 
 

三
百

六
十

五
日

 

 

運
転

資
本

＝
 対

象
設

備
等

の
第

二
種

指
定

設
備

管
理

運
営

費
（

減
価

償
却

費
、

固
定

資
産

除
却

損
及

び
租

税
公

課
相

当
額

を
除

く
。
） 

×
 ( 第

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
機

能
の

提
供

か
ら

当
該

機
能

に
係

る
接

続
料

の
収

納
ま

で
の

平
均

的
な

日
数

 
)
   

 
 

 
 

 
 

三
百

六
十

五
日

 
 

［
６
～
９ 

略
］ 

［
６
～
９ 

同
上
］ 

（
自
己
資
本
費
用
） 

（
自
己
資
本
費
用
） 

第
九
条 

法
定
機
能
に
係
る
自
己
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

第
九
条 

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
自
己
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す

る
。 

 
自

己
資

本
費

用
＝

当
該

法
定

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
×

自
己

資
本

比
率

×
自

己
資

本
利

益
率

 

 
自

己
資

本
費

用
＝

当
該

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
×

自
己

資
本

比
率

×
自

己
資

本
利

益
率

 

［
２
～
４ 

略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

 

（
利
益
対
応
税
） 

 

（
利
益
対
応
税
） 

第
十
条 

法
定
機
能
に
係
る
利
益
対
応
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

第
十
条 

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
利
益
対
応
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る

。 
利

益
対

応
税

＝
（

自
己

資
本

費
用

＋
当

該
法

定
機

能
に

係
る

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

×
他

人
資

本
比

率
×

有
利

子
負

債
 

以
外

の
負

債
比

率
×

利
子

相
当

率
）

×
利

益
対

応
税

率
 

利
益

対
応

税
＝

（
自

己
資

本
費

用
＋

当
該

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
×

他
人

資
本

比
率

×
有

利
子

負
債

以
外

の
負

債
比

率
×

利
子

相
当

率
）

×
利

益
対

応
税

率
 

［
２
～
４ 

略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

 

（
接
続
料
設
定
の
原
則
） 

 

（
接
続
料
設
定
の
原
則
） 

第
十
一
条 

接
続
料
は
、
法
定
機
能
ご
と
に
、
当
該
法
定
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
合
計
額
を
当

該
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
に
係
る
需
要
で
除
す
こ
と
に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条 

接
続
料
は
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び

利
潤
の
合
計
額
を
当
該
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
に
係
る
需
要
で
除
す
こ
と
に
よ
り
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

［
２
～
４ 

略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

 

（
音
声
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
） 

 

（
音
声
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
） 

第
十
二
条 

第
四
条
第
一
項
の
表
一
の
項
イ
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
） 

 

（
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
） 

第
十
三
条 

第
四
条
第
一
項
の
表
一
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
分
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
三
条 

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
部
分 

回
線
容
量 

一 

第
四
条
第
二
項
第
一
号 

回
線
容
量 

二 

第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
部
分 

回
線
数 

二 

第
四
条
第
二
項
第
二
号 

回
線
数 

三 

第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分 

Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
枚
数 

三 

第
四
条
第
二
項
第
三
号 

Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
枚
数 

２ 

第
四
条
第
一
項
の
表
一
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分
に
係
る
接
続
料
の
原

価
及
び
利
潤
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
つ
い
て
は
、
前
章
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

２ 
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
は
、
第
三
章
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。 

 

［
一
・
二 

略
］ 

 

［
一
・
二 
同
上
］ 

３ 

第
四
条
第
一
項
の
表
一
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
の
原
価
及

び
利
潤
を
前
章
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
は
、
そ
の
次
の
算
定
に
お
い
て
も
同
様
の
算
定
方
法

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤

を
第
三
章
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
場
合
は
、
そ
の
次
の
算
定
に
お
い
て
も
同
様
の
算
定
方
法
に
よ

る
も
の
と
す
る
。 
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22頁 

 
（
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
の
接
続
料
） 

 

（
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
の
接
続
料
） 

第
十
四
条 

第
四
条
第
一
項
の
表
一
の
項
ハ
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

第
十
四
条 

第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
） 

 

（
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
） 

第
十
五
条 

第
四
条
第
一
項
の
表
一
の
項
ニ
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
回
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

第
十
五
条 

第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
回
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

 
 

 

第
五
章 

複
数
事
業
者
に
よ
る
接
続
料
設
定 

 
 

 

［
新
設
］ 

第
十
六
条 

二
以
上
の
事
業
者
が
法
定
機
能
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
れ
ら
の
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
よ
り

実
現
す
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
は
、
当
該
全
部
又
は
一
部
の
法
定
機
能
に
係
る
接
続
料
を
算
定

す
る
一
の
事
業
者
を
明
ら
か
に
し
て
総
務
大
臣
の
承
認
を
共
同
し
て
受
け
た
上
で
当
該
接
続
料
を
設
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
承
認
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
同
項
の
一
の
事
業
者
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。 

 

第
五
条 

接
続
会
計
規
則
別
表
第
三 

自
ら
の
接
続
会
計
規
則
別
表
第

三 

整
理
さ
れ
た
資
産 

整
理
さ
れ
た
資
産
並
び
に
第
十

六
条
第
第
一
項
の
承
認
を
共
同

し
て
受
け
た
他
の
事
業
者
（
以

下
「
共
同
設
定
者
」
と
い

う
。
）
の
接
続
会
計
規
則
別
表

第
三
の
移
動
電
気
通
信
役
務
収

支
表
に
整
理
さ
れ
た
費
用
及
び

接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
の
役

務
別
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
に

整
理
さ
れ
た
資
産 

第
六
条
第
二
項 

係
る
貸
借
対
照
表 

係
る
自
ら
の
貸
借
対
照
表 

計
上
さ
れ
た 

計
上
さ
れ
た
額
及
び
共
同
設
定

者
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ

た
額
を
合
算
し
た
額
を
基
礎
と

し
て
算
定
さ
れ
た
額
の 

第
七
条
第
二
項 

接
続
会
計
規
則
別
表
第
三 

自
ら
の
接
続
会
計
規
則
別
表
第

三 

記
載
さ
れ
た
費
用 

記
載
さ
れ
た
費
用
及
び
共
同
設

定
者
の
同
表
の
移
動
電
気
通
信

役
務
収
支
表
に
記
載
さ
れ
た
費

用 
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23頁 

第
八
条
第
二
項 

当
該

法
定

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ

ー
ス

＝
対

象
設

備
等

の
正

味
固

定

資
産

価
額

＋
繰

延
資

産
＋

投
資

そ

の
他

の
資

産
＋

貯
蔵

品
＋

運
転

資

本
 

当
該

法
定

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
＝

対
象

設
備

等
の

正
味

固
定

資
産

価
額

＋
繰

延
資

産
＋

投
資

そ
の

他
の

資
産

＋
貯

蔵
品

＋
自

ら
の

運
転

資
本

＋
共

同
設

定
者

の
運

転
資

本
 

第
八
条
第
三
項 

接
続
会
計
規
則
別
表
第
二 

自
ら
の
接
続
会
計
規
則
別
表
第

二 

帳
簿
価
額 

帳
簿
価
額
及
び
共
同
設
定
者
の

同
表
の
役
務
別
固
定
資
産
帰
属

明
細
表
の
帳
簿
価
額 

第
八
条
第
四
項 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備 

自
ら
の
第
二
種
指
定
電
気
通
信

設
備
及
び
共
同
設
定
者
の
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備 

第
八
条
第
五
項 

運
転
資
本
の
額 

自
ら
の
運
転
資
本
の
額
及
び
共

同
設
定
者
の
運
転
資
本
の
額 

次
に 

そ
れ
ぞ
れ
次
に 

対
象
設
備
等 

対
象
設
備
等
（
自
ら
の
運
転
資

本
の
額
の
計
算
に
あ
っ
て
は
自

ら
の
設
置
す
る
対
象
設
備
等
を

い
い
、
共
同
設
定
者
の
運
転
資

本
の
額
の
計
算
に
あ
っ
て
は
共

同
設
定
者
の
設
置
す
る
対
象
設

備
等
を
い
う
。
） 

第
八
条
第
八
項 

営
業
外
費
用 

営
業
外
費
用
（
自
ら
の
営
業
外

費
用
と
共
同
設
定
者
の
営
業
外

費
用
を
合
算
し
た
も
の
を
い
う

。
） 

第
十
条
第
四
項 

法
人
税
、
事
業
税
及
び
そ
の
他
所

得
に
課
さ
れ
る
税
の
税
率
の
合
計 

自
ら
の
法
人
税
、
事
業
税
及
び

そ
の
他
所
得
に
課
さ
れ
る
税
の

税
率
の
合
計
並
び
に
共
同
設
定

者
の
法
人
税
、
事
業
税
及
び
そ

の
他
所
得
に
課
さ
れ
る
税
の
税

率
の
合
計 
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24頁 

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号 

計
算
し
た
運
転
資
本 

計
算
し
た
自
ら
の
運
転
資
本 

運
転

資
本

＝
前

号
の

調
達

費
用

×

（
Ｓ

Ｉ
Ｍ

カ
ー

ド
の

提
供

か
ら

こ

れ
に

係
る

接
続

料
の

収
納

ま
で

の

平
均

的
な

日
数

／
三

百
六

十
五

日

）
 

自
ら

の
運

転
資

本
＝

前
号

の
調

達
費

用
×

（
自

ら
の

Ｓ
Ｉ

Ｍ
カ

ー
ド

の
提

供
か

ら
こ

れ
に

係
る

接
続

料
の

収
納

ま
で

の
平

均
的

な
日

数
／

三
百

六
十

五
日

）
 

 

３ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
同
項
の
一
の
事
業
者
以
外
の
事
業
者
は
、
同
項
の
全
部

又
は
一
部
の
法
定
機
能
に
係
る
接
続
料
に
つ
い
て
、
前
二
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
の
事
業
者
の
設

定
し
た
接
続
料
と
同
額
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

 

第
六
章 

接
続
料
の
計
算
等 

 
 

 

第
五
章 

接
続
料
の
計
算
等 

第
十
七
条 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
毎
事
業
年
度
の
会
計
を
整
理
し
た
と
き
（
前
条

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
二
以
上
の
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
事
業
者
の
う
ち
自
ら
以
外
の
事
業

者
が
整
理
し
た
と
き
を
含
む
。
）
に
、
そ
の
結
果
等
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
に
基
づ
き
接
続
料
を
計
算
す
る

も
の
と
す
る
。 

第
十
六
条 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
毎
事
業
年
度
の
会
計
を
整
理
し
た
と
き
に
、
そ

の
結
果
等
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
に
基
づ
き
接
続
料
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
を
計
算
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
接
続
料
を
変
更
し
た
と
き
は

、
法
定
機
能
ご
と
に
、
当
該
法
定
機
能
に
係
る
接
続
料
の
算
定
に
用
い
た
原
価
及
び
利
潤
が
当
該
接
続
料
の
原

価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
よ
り
前
で
あ
る
も
の
に
よ
り
定
め
た
接
続
料
の
変
更
前
後
の
差
額
に
当
該
法
定
機
能

に
対
す
る
需
要
の
実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
当
該
算
定
期
間
の
翌
年
度
の
期
首
ま
で
遡
及
し
て
、
他
事

業
者
と
精
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
急
激
な
変
動
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
額
を
、
当
該
算
定
期
間
の
期
首
ま
で
遡
及
し
て
、
他
事
業
者
と
精
算
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
を
計
算
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
接
続
料
を
変
更
し
た
と
き
は

、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
算
定
に
用
い
た
原
価
及
び
利
潤

が
当
該
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
よ
り
前
で
あ
る
も
の
に
よ
り
定
め
た
接
続
料
の
変
更
前
後
の
差

額
に
当
該
機
能
に
対
す
る
需
要
の
実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
当
該
算
定
期
間
の
翌
年
度
の
期
首
ま
で
遡

及
し
て
、
他
事
業
者
と
精
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
急
激
な
変
動
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
額
を
、
当
該
算
定
期
間
の
期
首
ま
で
遡
及
し
て
、
他
事
業
者
と
精

算
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
四
条
第
一
項
の
表
一
の
項
ロ
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
の
原
価
及

び
利
潤
を
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
接
続
料
に
つ
い
て
、
前
項

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

３ 

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
能
の
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
部
分
の
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤

を
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
接
続
料
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。 

 
 

備
考 

表
中
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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25頁 

（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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26頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

前 
 

 
（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
報
告
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
報
告
） 

第
四
条
の
五 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信

事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
（
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
（
当
該
伝
送

路
設
備
を
用
い
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
号
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
卸
電
気
通
信
役
務
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ

て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特

定
関
係
法
人
で
あ
る
も
の
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続

さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通

信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
十
万
以
上
の
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
提
供
す
る
業
務
を
行
う
と
き
は

、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
三
の
五
に
よ
り
、
当
該
事

項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
五 

［
同
上
］ 

［
一
～
十
一 

略
］ 

［
一
～
十
一 

同
上
］ 

十
二 

提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二

十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
）
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
の
種
類

、
機
能
、
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件 

十
二 

提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
（
第
十
条
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
の

種
類
、
機
能
、
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件 

［
十
三
・
十
四 

略
］ 

［
十
三
・
十
四 

同
上
］ 

［
２
～
７ 

略
］ 

［
２
～
７ 

同
上
］ 

 
 

備
考 

表
中
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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27頁 

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は

、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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28頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 
（
用
語
） 

第
二
条 
［
略
］ 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

［
一
～
十 

略
］ 

［
削
る
］ 

 

十
一
～
十
五 

［
略
］ 

（
法
定
機
能
の
区
分
、
内
容
及
び
対
象
設
備
等
） 

（
用
語
） 

第
二
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

［
一
～
十 

同
上
］ 

十
一 

セ
ル
リ
レ
ー
装
置 

Ａ
Ｔ
Ｍ
デ
ー
タ
伝
送
方
式
（
非
同
期
転
送
モ
ー
ド
を
用
い
て
デ
ー
タ
を
伝
送
す
る

た
め
の
通
信
方
式
を
い
う
。
）
に
よ
り
セ
ル
を
交
換
す
る
た
め
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。 

十
二
～
十
六 

［
同
上
］ 

（
法
定
機
能
の
区
分
、
内
容
及
び
対
象
設
備
等
） 

第
四
条 

法
定
機
能
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
定
め
る
機
能
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
定
機
能
に
対
応
し
た

設
備
等
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施

設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

第
四
条 

［
同
上
］ 

 

機
能
の
区
分 

内
容 

対
象
設
備 

［
略
］ 

七 

通
信
路
設
定
伝
送
機
能 

 

通
信
路
の
設
定
の
機
能
を
有
す

る
電
気
通
信
設
備
（
交
換
設
備

を
除
く
。
）
及
び
伝
送
路
設
備

に
よ
り
通
信
路
の
設
定
並
び
に

伝
送
を
行
う
機
能
（
第
一
種
指

定
市
内
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る

交
換
等
設
備
と
事
業
者
が
第
一

種
指
定
市
内
交
換
局
以
外
の
建

物
に
設
置
す
る
ル
ー
タ
と
の
間

の
通
信
を
行
う
も
の
を
除
く
。

） 

  

通
信
路
の
設
定
の
機
能
を
有
す

る
電
気
通
信
設
備
（
交
換
設
備

を
除
く
。
）
及
び
当
該
交
換
等

設
備
に
係
る
伝
送
路
設
備 

八 

信
号
伝
送
機
能 

  

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号

用
中
継
交
換
機
に
よ
り
信
号
を

伝
送
交
換
す
る
機
能 

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号

用
中
継
交
換
機 

［
略
］ 

 

 

機
能
の
区
分 

内
容 

対
象
設
備 

［
同
上
］ 

七 

通
信
路
設
定
伝
送
機
能 

通
信
路
の
設
定
の
機
能
を
有
す

る
電
気
通
信
設
備
（
交
換
設
備

を
除
く
。
）
及
び
伝
送
路
設
備

に
よ
り
通
信
路
の
設
定
並
び
に

伝
送
を
行
う
機
能
（
第
一
種
指

定
市
内
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る

交
換
等
設
備
と
事
業
者
が
第
一

種
指
定
市
内
交
換
局
以
外
の
建

物
に
設
置
す
る
ル
ー
タ
と
の
間

の
通
信
を
行
う
も
の
を
除
く
。

） 

通
信
路
の
設
定
の
機
能
を
有
す

る
電
気
通
信
設
備
（
交
換
設
備

を
除
く
。
）
及
び
当
該
交
換
等

設
備
に
係
る
伝
送
路
設
備 

七
の
二 

デ
ー
タ
伝
送
機
能 

セ
ル
リ
レ
ー
装
置
及
び
伝
送
路

設
備
に
よ
り
通
信
路
の
設
定
及

び
伝
送
を
行
う
機
能 

セ
ル
リ
レ
ー
装
置
及
び
当
該
セ

ル
リ
レ
ー
装
置
に
係
る
伝
送
路

設
備 

八 

信
号
伝
送
機
能 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号

用
中
継
交
換
機
に
よ
り
信
号
を

伝
送
交
換
す
る
機
能 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号

用
中
継
交
換
機 

［
同
上
］ 

 

（
端
末
回
線
伝
送
機
能
等
の
接
続
料
） 
（
端
末
回
線
伝
送
機
能
等
の
接
続
料
） 

第
十
七
条 

第
四
条
の
表
一
の
項
の
機
能
（
帯
域
分
割
端
末
回
線
伝
送
機
能
、
光
信
号
端
末
回
線
伝
送
機
能
、
総

合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
そ
の
他
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
、
三
の
項
か
ら
三
の
三

の
項
ま
で
の
機
能
、
六
の
項
の
機
能
（
中
継
伝
送
専
用
機
能
、
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号

中
継
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
、
六
の
二
の
項
の
特
別
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
及
び
六
の
三

の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
の
機
能
の
接
続
料
は
、
回
線
容
量
又
は
回
線
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
距
離
そ
の
他
の
単
位
を
組
み
合
わ
せ
て
定
め
る
こ

第
十
七
条 

第
四
条
の
表
一
の
項
の
機
能
（
帯
域
分
割
端
末
回
線
伝
送
機
能
、
光
信
号
端
末
回
線
伝
送
機
能
、
総

合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
そ
の
他
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
、
三
の
項
か
ら
三
の
三

の
項
ま
で
の
機
能
、
六
の
項
の
機
能
（
中
継
伝
送
専
用
機
能
、
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号

中
継
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
、
六
の
二
の
項
の
特
別
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
及
び
六
の
三

の
項
か
ら
七
の
二
の
項
ま
で
の
機
能
の
接
続
料
は
、
回
線
容
量
又
は
回
線
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
距
離
そ
の
他
の
単
位
を
組
み
合
わ
せ
て
定
め
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29頁 

と
が
で
き
る
。 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
２ 
略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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30頁 

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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31頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 
附 

則 

（
接
続
料
算
定
の
特
例
） 

第
四
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
定
機
能
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
規
定
（
同
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者

交
換
機
能
（
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る
機
能
を
除
く
。
）
、
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び

加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
四
の
項
、
五
の
項
（
中
継
交
換
機
能
、

中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
、
六
の
項
（
中
継
伝
送
共
用
機
能
、
中
継
伝
送
専
用
機
能
及
び
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
八
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
定
機
能
は
、

同
条
に
定
め
る
機
能
（
同
条
の
表
一
の
項
の
機
能
、
二
の
項
の
機
能
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル

ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る
機
能
、
信
号
制
御
交
換

機
能
、
優
先
接
続
機
能
及
び
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
に
限
る
。
）
、
三
の
項
か
ら
三
の
三
の
項
ま
で
の
機
能

、
五
の
項
の
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
五
の
二
の
項
の
機
能
、
六
の
項
の
機
能
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能

及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
並
び
に
六
の
二
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
及
び
九
の
項
か
ら
十
四
の

項
ま
で
の
機
能
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
附
則
別
表
第
一
の
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
機
能
と
す

る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

三 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業

者
が
そ
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
単
位
指
定
区
域
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六

十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
単
位
指
定
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
単
位
指
定
区
域
に
お
い
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
他
の
電
気
通

信
事
業
者
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
の
機
能
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
に
限
る
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
他
地
域
設
備
機
能
」
と

い
う
。
）
に
係
る
接
続
料
の
水
準
が
第
一
号
に
規
定
す
る
条
件
に
該
当
す
る
場
合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。
） 

［
２
・
３ 

略
］ 

第
五
条 

［
略
］ 

２ 

前
項
に
お
い
て
、
特
定
比
率
は
、
五
分
の
一
、
五
分
の
二
、
五
分
の
三
、
五
分
の
四
又
は
五
分
の
五
の
い
ず
れ

か
の
比
率
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

［
一 

略
］ 

二 

全
て
の
法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
（
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
項
第

三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
他
地
域
設
備
機
能
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
同
一
で
あ
る
こ
と
。 

［
三 

略
］ 

第
六
条 

新
規
則
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
規
定
（
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に

限
る
。
）
、
第
九
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
（
第
三
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、

第
十
二
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（

第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第

十
五
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
六
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
限
る
。
）
及
び
別
表
第
一
の
一

か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
規
定
並
び
に
新
平
成
十
七
年
改
正
省
令
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
か

ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
省
令
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
附
則
別
表
第

一
の
二
の
部
分
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
部
分
機
能
に
係
る
単
位
費
用
の
算
定
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

附 

則 

（
接
続
料
算
定
の
特
例
） 

第
四
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
定
機
能
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
の
規
定
（
同
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者

交
換
機
能
（
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る
機
能
を
除
く
。
）
、
加
入
者
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び

加
入
者
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
四
の
項
、
五
の
項
（
中
継
交
換
機
能
、

中
継
交
換
機
専
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
及
び
中
継
交
換
機
共
用
ト
ラ
ン
ク
ポ
ー
ト
機
能
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
、
六
の
項
（
中
継
伝
送
共
用
機
能
、
中
継
伝
送
専
用
機
能
及
び
中
継
交
換
機
接
続
伝
送
専
用
機
能
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
八
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
定
機
能
は
、

同
条
に
定
め
る
機
能
（
同
条
の
表
一
の
項
の
機
能
、
二
の
項
の
機
能
（
端
末
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
一
般
収
容
ル

ー
タ
優
先
パ
ケ
ッ
ト
識
別
機
能
、
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
に
掲
げ
る
機
能
、
信
号
制
御
交
換

機
能
、
優
先
接
続
機
能
及
び
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
に
限
る
。
）
、
三
の
項
か
ら
三
の
三
の
項
ま
で
の
機
能

、
五
の
項
の
関
門
系
ル
ー
タ
交
換
機
能
、
五
の
二
の
項
の
機
能
、
六
の
項
の
機
能
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能

及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
並
び
に
六
の
二
の
項
か
ら
七
の
二
の
項
ま
で
及
び
九
の
項
か
ら
十

四
の
項
ま
で
の
機
能
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
附
則
別
表
第
一
の
機
能
の
区
分
の
欄
及
び
内
容
の
欄
に
定
め
る
機
能

と
す
る
。 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
そ
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
単
位
指
定
区
域
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭

和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
単
位
指
定
区
域
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
単
位
指
定
区
域
に
お
い
て
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
他
の
電

気
通
信
事
業
者
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通

信
設
備
の
機
能
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
に
限
る
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
他
地
域
設
備
機
能

」
と
い
う
。
）
に
係
る
接
続
料
の
水
準
が
第
一
号
に
規
定
す
る
条
件
に
該
当
す
る
場
合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。
） 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

第
五
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 

［
一 

同
上
］ 

二 

全
て
の
法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
（
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一

項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
他
地
域
設
備
機
能
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
同
一
で
あ
る
こ
と
。 

［
三 

同
上
］ 

第
六
条 

［
同
上
］ 
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表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

［
略
］ 

新
規
則
第
十
七
条
第
一
項 

［
略
］ 

、
三
の
項
か
ら
三
の
三
の
項
ま

で
の
機
能
、
六
の
項
の
機
能
（

中
継
伝
送
専
用
機
能
、
一
般
光

信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別

光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
限
る

。
）
、
六
の
二
の
項
の
特
別
収

容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ

伝
送
機
能
及
び
六
の
三
の
項
か

ら
七
の
項
ま
で
の
機
能
の 

の 

［
略
］ 

 

  

［
同
上
］ 

新
規
則
第
十
七
条
第
一
項 

［
同
上
］ 

、
三
の
項
か
ら
三
の
三
の
項
ま

で
の
機
能
、
六
の
項
の
機
能
（

中
継
伝
送
専
用
機
能
、
一
般
光

信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別

光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
限
る

。
）
、
六
の
二
の
項
の
特
別
収

容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ

伝
送
機
能
及
び
六
の
三
の
項
か

ら
七
の
二
の
項
ま
で
の
機
能
の 

の 

［
同
上
］ 

 

 附
則

別
表

第
３

の
１

（
附

則
第

６
条

関
係

）
 

正
味

固
定

資
産

価
額

算
定

方
法

 

［
略

］
 

設
備

区
分

 
算

定
方

法
 

［
略

］
 

き
線

点
遠

隔

収
容

装
置

 

［
１

～
４

 
略

］
 

５
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
⑴

及
び

⑵
に

よ
り

求
め

た
局

ご
と

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
投

資
額

の
う

ち
い

ず
れ

か
小

さ
い

も
の

を
当

該
局

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
と

し
、

全
て

の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

⑴
 

局
ご

と
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
 

＝
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ

ト
単

価
＋

専
用

線
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
専

用
線

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

）
 

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

回
線

数
 

÷
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
回

線
数

＋
専

用
線

遠
隔

収
容

装
置

収
容

回
線

数
）

 

 

［
⑵

 
略

］
 

［
略

］
 

 

 附
則

別
表

第
３

の
１

（
附

則
第

６
条

関
係

）
 

正
味

固
定

資
産

価
額

算
定

方
法

 

［
同

左
］

 

設
備

区
分

 
算

定
方

法
 

［
同

左
］

 

き
線

点
遠

隔

収
容

装
置

 

［
１

～
４

 
同

左
］

 

５
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
⑴

及
び

⑵
に

よ
り

求
め

た
局

ご
と

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
投

資
額

の
う

ち
い

ず
れ

か
小

さ
い

も
の

を
当

該
局

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
と

し
、

全
て

の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

⑴
 

局
ご

と
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
 

＝
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ

ト
単

価
 

＋
専

用
線

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

専
用

線
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
）

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

回
線

数
 

÷
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
回

線
数

＋
専

用
線

遠
隔

収
容

装
置

収
容

回
線

数
）

 

［
⑵

 
同

左
］

 

［
同

左
］

 
 

 
 

附
則

別
表

第
５

の
３

（
附

則
第

６
条

関
係

）
 

費
用

算
定

に
用

い
る

数
値

 

項
目

 
数

値
 

単
位

 

［
略

］
 

市
内

線
路

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
2
3
9
7
 

―
 

土
木

設
備

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
1
2
3
9
 

―
 

建
物

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
2
5
3
2
 

―
 

構
築

物
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0
.
0
0
2
4
8
8
 

―
 

附
則

別
表

第
５

の
３

（
附

則
第

６
条

関
係

）
 

費
用

算
定

に
用

い
る

数
値

 

項
目

 
数

値
 

単
位

 

［
同

左
］

 

市
内

線
路

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
 

0
.
0
0
2
3
9
7
 

―
 

土
木

設
備

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
 

0
.
0
0
1
2
3
9
 

―
 

建
物

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
 

0
.
0
0
2
5
3
2
 

―
 

構
築

物
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

 
0
.
0
0
2
4
8
8
 

―
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機
械

及
び

装
置

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
0
.
0
0
0
6
5
5
3
 

―
 

車
両

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
0
 

―
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

0
.
0
0
0
9
5
5
9
 

―
 

試
験

研
究

費
対

直
接

費
比

率
 

0
.
0
2
4
8
8
 

―
 

１
回

線
当

た
り

接
続

関
連

事
務

費
 

0
 

円
／

回
線

 

管
理

共
通

費
比

率
 

0
.
1
5
0
6
 

―
 

［
略

］
 

 

機
械

及
び

装
置

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
 

0
.
0
0
0
6
5
5
3
 

―
 

車
両

撤
去

費
用

対
投

資
額

比
率

 
 

0
 

―
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

 
0
.
0
0
0
9
5
5
9
 

―
 

試
験

研
究

費
対

直
接

費
比

率
 

 
0
.
0
2
4
8
8
 

―
 

１
回

線
当

た
り

接
続

関
連

事
務

費
 

 
0
 

円
／

回
線

 

管
理

共
通

費
比

率
 

 
0
.
1
5
0
6
 

―
 

［
同

左
］

 
 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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34頁 

 
 

 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第

二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
様
式
第
十
八
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。 
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1 頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
百
七
号
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
情
報
の
開
示
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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2 頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
開
示
さ
れ
る
情
報
） 

（
開
示
さ
れ
る
情
報
） 

第
二
条 
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
条 

［
同
上
］ 

［
一
～
五 
略
］ 

［
一
～
五 

同
上
］ 

六 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
接
続
料
規

則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
に
当
た
っ
て
利
用
す
る
必
要
の
あ
る
機
能
に

係
る
取
得
す
べ
き
金
額
で
あ
っ
て
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
、
他
事
業
者
の
請
求
に

応
じ
個
別
に
開
発
す
る
機
能
に
係
る
も
の
又
は
機
能
の
開
発
に
要
し
た
費
用
を
当
該
機
能
を
利
用
す
る
他
事

業
者
の
数
等
で
案
分
す
る
こ
と
に
よ
り
変
動
す
る
も
の
の
見
込
み
の
額
に
関
す
る
情
報 

六 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
。
以
下
「
接
続
料
規

則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
に
当
た
っ
て
利
用
す
る
必
要
の
あ
る
機
能
に

係
る
取
得
す
べ
き
金
額
で
あ
っ
て
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
、
他
事
業
者
の
請
求
に

応
じ
個
別
に
開
発
す
る
機
能
に
係
る
も
の
又
は
機
能
の
開
発
に
要
し
た
費
用
を
当
該
機
能
を
利
用
す
る
他
事

業
者
の
数
等
で
案
分
す
る
こ
と
に
よ
り
変
動
す
る
も
の
の
見
込
み
の
額
に
関
す
る
情
報 

［
七 

略
］ 

［
七 

同
上
］ 

八 

接
続
料
規
則
第
四
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
に
つ
い
て
、
原
価
（
接
続
料
規
則
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
原
価
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
利
潤
（
接
続
料
規
則
第
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
利
潤
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
加
え
た
も
の
に
対
す
る
原
価
の
比
率
並
び

に
原
価
、
利
潤
及
び
需
要
（
接
続
料
規
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
需
要
を
い
う
。
）
の
対
前
算
定
期

間
比
に
関
す
る
情
報 

八 

接
続
料
規
則
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
に
つ
い
て
、
原
価
（
接
続
料
規
則
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
原
価
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
利
潤
（
接
続
料
規
則
第
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
利
潤
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
加
え
た
も
の
に
対
す
る
原
価
の
比
率
並
び

に
原
価
、
利
潤
及
び
需
要
（
接
続
料
規
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
需
要
を
い
う
。
）
の
対
前
算
定
期

間
比
に
関
す
る
情
報 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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1 頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
）
第
八
条
第
九
項
、
第
九
条
第

四
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
百
十
号
（
接
続
料
の
算
定
に
用
い
る

値
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

71



 

2 頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
移
動
電
気
通
信
事
業
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
値
） 

（
移
動
電
気
通
信
事
業
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
値
） 

第
三
条 
［
略
］ 

第
三
条 

［
同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

３ 

規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
を
設
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

第
一
項
の
表
の
下
欄 

事
業
者 

規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
承
認

を
共
同
し
て
受
け
た
事
業
者 

前
項 
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た 

自
ら
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ

れ
た
額
及
び
規
則
第
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
規
則
第
五
条
の
共

同
設
定
者
の
貸
借
対
照
表
に
計

上
さ
れ
た
額
を
合
算
し
た
額
を

基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
の 

 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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1
頁
 

〇 MVNO に 係 る 電 気 通 信 事 業 法 及 び 電 波 法 の 適 用 関 係 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン  
［ 平 成 14 年 ６ 月 策 定  令 和 元 年 ５ 月 最 終 改 定 ］  

（下線部分は改正部分。表中の［ ］の記載は注記である。） 

 改  正  後                   改  正  前 
  

２ 電気通信事業法に係る事項 ２［同左］ 

( ２ ) ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の関係 ( ２ ) ［同左］ 

１）卸電気通信役務の提供による場合 １）［同左］ 

［略］ ［同左］ 

第二種指定電気通信設備（事業法第３４条第１項に基づき、令和〇〇年総務省告示第〇

〇号 ６ により総務大臣が指定した設備）を設置するＭＮＯ（以下「二種指定事業者」とい

う。）は、当該第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始した

ときは、事業法第３８条の２に基づき、遅滞なく、その旨、卸電気通信役務の種類その他

総務省令で定める事項（特定の卸電気通信役務 ７ について、当該ＭＮＯの特定関係法人 ８

であるＭＶＮＯ（その提供を受ける特定の卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続

される端末の数が５万未満のものを除く。）又はその提供を受ける特定の卸電気通信役務

に用いられる伝送路設備に接続される端末の数が５０万以上のＭＶＮＯがいる場合には、

これらのＭＶＮＯごとの料金その他の提供条件等を含む。） ９ を総務大臣に届け出なけれ

ばならない（これらを変更等するときも同様） 10 。 

また、二種指定事業者の特定関係法人であるＭＮＯは、当該ＭＮＯの特定関係法人であ

るＭＶＮＯ（その提供を受ける特定の卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続され

る端末の数が５万未満のものを除く。）又はその提供を受ける特定の卸電気通信役務に用

いられる伝送路設備に接続される端末の数が５０万以上のＭＶＮＯに対して、特定の卸電

気通信役務の提供の業務を行うこととなったときは、これらのＭＶＮＯごとの料金その他

の提供条件等について、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない（これらを変更等

するときも同様）（報告規則第４条の５）。 

第二種指定電気通信設備（事業法第３４条第１項に基づき、平成１４年総務省告示第７

２号 ６ により総務大臣が指定した設備）を設置するＭＮＯ（以下「二種指定事業者」とい

う。）は、当該第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始した

ときは、事業法第３８条の２に基づき、遅滞なく、その旨、卸電気通信役務の種類その他

総務省令で定める事項（特定の卸電気通信役務 ７ について、当該ＭＮＯの特定関係法人 ８

であるＭＶＮＯ（その提供を受ける特定の卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続

される端末の数が５万未満のものを除く。）又はその提供を受ける特定の卸電気通信役務

に用いられる伝送路設備に接続される端末の数が５０万以上のＭＶＮＯがいる場合には、

これらのＭＶＮＯごとの料金その他の提供条件等を含む。） ９ を総務大臣に届け出なけれ

ばならない（これらを変更等するときも同様） 10 。 

また、二種指定事業者の特定関係法人であるＭＮＯは、当該ＭＮＯの特定関係法人であ

るＭＶＮＯ（その提供を受ける特定の卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続され

る端末の数が５万未満のものを除く。）又はその提供を受ける特定の卸電気通信役務に用

いられる伝送路設備に接続される端末の数が５０万以上のＭＶＮＯに対して、特定の卸電

気通信役務の提供の業務を行うこととなったときは、これらのＭＶＮＯごとの料金その他

の提供条件等について、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない（これらを変更等

するときも同様）（報告規則第４条の４）。 

［略］ ［同左］ 

２）事業者間接続による場合 ２）［同左］ 

イ 二種指定事業者の接続に係る規律 イ ［同左］ 

（ア）接続約款の届出等 （ア）［同左］ 

二種指定事業者は、上述の事業法第３２条に基づく一般的規律に加え、事業法第３

４条による規律の対象となる。二種指定事業者は、事業法第３４条第２項に基づき、

接続料及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その

実施前に総務大臣に届け出る（これを変更するときも同様）義務がある。この届出に

関する具体的内容は事業法施行規則第２３条の９の３に規定されており、二種指定事

業者は接続料の変更の際、様式第１７の４の２から第１７の４の７まで（二種接続料

規則第１６条第１項の規定に基づき接続料を設定する場合には、第１７の４の８まで

） 25 及び平成２９年総務省告示第３７号 26 に定める様式の接続料の算出の根拠に関す

二種指定事業者は、上述の事業法第３２条に基づく一般的規律に加え、事業法第３

４条による規律の対象となる。二種指定事業者は、事業法第３４条第２項に基づき、

接続料及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その

実施前に総務大臣に届け出る（これを変更するときも同様）義務がある。この届出に

関する具体的内容は事業法施行規則第２３条の９の３に規定されており、二種指定事

業者は接続料の変更の際、様式第１７の４の２から第１７の４の７まで 25 及び平成２

９年総務省告示第３７号 26 に定める様式の接続料の算出の根拠に関する説明を記載し

た書類その他必要な書類を総務大臣に提出する義務がある。 
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2
頁
 

る説明を記載した書類その他必要な書類を総務大臣に提出する義務がある。 

［略］ ［同左］ 

（イ）標準的接続箇所 （イ）［同左］ 

事業法第３４条第３項第１号イの「他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する

ことが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定め

る箇所」は、事業法施行規則第２３条の９の４第１項に規定されている。 

なお、同条第２項では、自らの電気通信設備を他の二種指定事業者の電気通信設備

と一体的に運用する場合において、接続事業者の電気通信設備との間の伝送交換の全

てが当該他の二種指定事業者の標準的接続箇所により行われていると総務大臣が認め

る場合は、同条第１項の規定による箇所に代えてその箇所を標準的接続箇所とするこ

ととされており、当該伝送交換の一部が当該他の二種指定事業者の標準的接続箇所に

より行われていると総務大臣が認める場合は、同条第１項の規定による箇所に加えて

その箇所を標準的接続箇所とすることとされているところ、二種指定事業者は、当該

伝送交換の状況が分かる書類を添えて総務大臣に対し、伺い出ることを要する。 

事業法第３４条第３項第１号イの「他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する

ことが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定め

る箇所」は、事業法施行規則第２３条の９の４に規定されている。 

［新設］ 

（ウ）アンバンドル機能等 （ウ）［同左］ 

ア）［略］ ア）［同左］ 

イ）アンバンドル機能 イ）［同左］ 

「アンバンドル機能」には、二種接続料規則第４条第１項の表に掲げる次の①か

ら④までの機能が該当する。 

「アンバンドル機能」には、二種接続料規則第４条第１項各号に掲げる次の①か

ら④までの機能が該当する。 

①～④［略］ ①～④［同左］ 

なお、各アンバンドル機能を複数の区分に細分し接続料を定めることは可能であ

るが 30 、当該アンバンドル機能全体について接続料を定めない場合は、接続約款の

変更命令の対象となる可能性がある 31 。 

［新設］ 

ただし、複数の二種指定事業者が、アンバンドル機能をそれらの第二種指定電気

通信設備により実現する場合であって、利用者への役務の提供実態等に照らし当該

アンバンドル機能を複数の区分に細分して接続料を設定する場合については、当面

、二種接続料規則第３条に基づく総務大臣の承認を受け、必要性・重要性の低い区

分については接続料を設定しないことができるものとする。 

 

ウ）［略］ ウ）［同左］ 

（エ）接続を円滑に行うために必要な事項の提供 （エ）［同左］ 

［略］ ［同左］ 

ア）頻度の高い工事の工事費 ア）［同左］ 

事業法施行規則第２３条の９の５第１項第６号に基づき、二種指定事業者が工事

又は保守その他第二種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合の金額に関

しては、作業時間当たりの単金を接続約款に記載するだけではなく、頻度の高い工

事については、工事当たりの単価を接続約款に記載すべきである。 

事業法施行規則第２３条の９の５第１項第４号に基づき、二種指定事業者が工事

又は保守その他第二種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合の金額に関

しては、作業時間あたりの単金を接続約款に記載するだけではなく、頻度の高い工

事については、工事あたりの単価を接続約款に記載すべきである。 

イ）［略］ イ）［同左］ 

（オ）接続料の算定 （オ）［同左］ 
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［略］ ［同左］ 

なお、二種接続料規則は、同令第４条第１項の表に掲げる機能に係る接続料の算定

方法を定めているが、これら以外の機能に係る接続料についても、事業法第３４条第

３項第２号の規定により、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加え

たものを超えるものではないことが当然に求められる。 

なお、二種接続料規則は、同令第４条第１項各号に掲げる機能に係る接続料の算定

方法を定めているが、これら以外の機能に係る接続料についても、事業法第３４条第

３項第２号の規定により、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加え

たものを超えるものではないことが当然に求められる。 

［略］ ［同左］ 

ア）原価算定の３ステップ・プロセス ア）［同左］

二種接続料規則第６条第１項では、「接続料の原価は、法定機能ごとに、当該法

定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。」とされており、同令第７条第１

項では、「法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機能の区分ごと

に、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれの附属設備並びにこ

れらを設置する土地及び施設（以下「対象設備等」という。）に係る費用の額を基

礎として算定するものとする。」とされている。 

二種接続料規則第６条第１項では、「接続料の原価は、第四条第一項各号に掲げ

る機能ごとに、当該機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。」とされており

、同令第７条第１項では、「第四条第一項各号に掲げる機能に係る第二種指定設備

管理運営費は、当該機能の区分ごとに、当該機能に対応した第二種指定電気通信設

備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設（以下「対象設備等」

という。）に係る費用の額を基礎として算定するものとする。」とされている。 

［略］ ［同左］ 

イ）～キ）［略］ イ）～キ）［同左］

ク）複数の二種指定事業者による接続料設定 ［新設］

二種接続料規則第１６条第１項では、複数の二種指定事業者がアンバンドル機能

をそれらの第二種指定電気通信設備により実現する場合には、当該複数の二種指定

事業者は、接続料の算定を行う事業者（以下「算定事業者」という。）を明らかに

し、それ以外の事業者（以下「共同設定事業者」という。）と共同して総務大臣の

承認を受けた上で接続料を設定しなければならない旨規定されている。 

この総務大臣の承認では、算定事業者による接続料の算定が適正に行われるもの

であるかを確認することとなる。具体的には、次のような事項を確認することが想

定される 41 。 

・ 接続料の算定に共同設定事業者が適切に協力することとなっていること。

・ 共同設定事業者に係る接続料の算出の根拠に関する説明を記載した種類その他

必要な書類が算定事業者に適切に提供されることになっていること。 

・ 算定事業者により算定された接続料について、共同設定事業者が自らに係る原

価及び利潤が適正に算定されていることを確認することになっていること。 

なお、二種指定事業者間の情報交換の態様によっては、市場における競争状況に

照らし、公正競争上問題になるおそれがあるため、注意を要する。 

また、算定事業者は、同条第２項により読み替えて適用する同令第３章及び第４

章の規定に基づき接続料の設定を行わなければならないところ、設定に当たっては

、二種接続料規則の規定及び本ガイドラインの他の規定によるほか、次によること

とする。 

ａ 原価算定 

（ａ）算定事業者及び共同設定事業者の移動電気通信役務収支表に基づき、二種

指定事業者ごとに「ア）原価算定の３ステップ・プロセス」に従い原価を算定
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する。この際、重複計上等控除を要する金額は、ステップ３において「接続料

対象外費用」として控除する。 

（ｂ）算定した二種指定事業者ごとの原価を合算する。  

ｂ 利潤算定  

（ａ）利潤算定の基礎となる算定事業者及び共同設定事業者の貸借対照表等に計

上された額を合算の上、利潤を算定する。この際、投資と資本の相殺消去、債

権と債務の相殺消去、算定事業者及び共同設定事業者間の取引高の相殺消去等

、企業会計における連結財務諸表の作成に準じた処理を行い、それぞれの処理

に係る事業者名、金額、理由を示した上で、所要の金額を控除する。 

合算する貸借対照表等の勘定科目は次のとおり。 

 

ａ）貸借対照表上の「資産」、「負債」及び「純資産」の全科目  

ｂ）損益計算書上の「営業外費用」の全科目  

（ｂ）法定実効税率は算定事業者及び共同設定事業者の法定実効税率を純資産の

額で加重平均して用いる。 

 

ケ）当年度精算 ケ）［同左］ 

二種接続料規則第１７条第２項ただし書では、接続料の急激な変動があると認め

られる場合、算定期間の期首まで遡及する精算（当年度精算）を行うこととされて

いる。この点については、当面、データ伝送交換機能の回線容量単位接続料が、相

当の需要の増加等により、当年度精算を行う場合に該当する。 

二種接続料規則第１６条第２項ただし書では、接続料の急激な変動があると認め

られる場合、算定期間の期首まで遡及する精算（当年度精算）を行うこととされて

いる。この点については、当面、データ伝送交換機能の回線容量単位接続料が、相

当の需要の増加等により、当年度精算を行う場合に該当する。 

［脚注］ ［脚注］ 

30 各アンバンドル機能を複数の区分に細分して接続料を定める場合、営業費用や正味固定資産

価額の配賦、需要の配分等が適切に行われなければ接続料算定の適正性が損なわれる可能性が

あることに十分留意することが必要である。 

［新設］ 

31 アンバンドル機能の一部の区分について接続料を定めなくてもよいこととする場合は、現在

、データ伝送交換機能についていわゆるCDMA2000方式及び EV-DO 方式を除いているように、二

種接続料規則において明示することが原則である。 

［新設］ 

41 算定が適切に行われるものであるかは、接続料の算定案及びその算定プロセスが示されると

確認しやすくなる。 

［新設］ 
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